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序   文 

 

日本国政府は、ミャンマー国政府からの技術協力の要請に基づき、平成 13 年 12 月から同国に

おいてミャンマー国乾燥地共有林研修・普及計画を開始しました。 

 国際協力機構は、協力開始後２年半にあたる本プロジェクトの進捗状況や現状を把握し、中間

評価調査を行うとともに、同国のプロジェクト関係者や派遣専門家に対して適切な助言と指導を

行うために、平成 16 年６月 28 日から７月３日まで、当機構地球環境部第一グループ長 勝田幸

秀を団長とする運営指導調査団（中間評価）を同国に派遣しました。 

 調査団は、ミャンマー国政府関係者との協議及びプロジェクト・サイトでの現地調査に基づい

て、共同で中間評価調査を実施し、プロジェクトの運営や事業内容等を検討し、必要な指導を行

いました。その後、帰国後の国内作業を経て本報告書をとりまとめました。 

 この報告書が本プロジェクトの今後の推進に活用されるとともに、両国の友好・親善の一層の

発展に寄与することを期待いたします。 

最後に、本調査にご尽力頂いたミャンマー国政府関係者、現地大使館、国内関係機関の各位に

深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

2004 年８月 

 

国際協力機構 

地球環境部長 

山口 公章 
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評価調査結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名： ミャンマー 案件名： 乾燥地共有林研修・普及計画 

分野： 自然環境保全－森林資源管理/植林 援助形態： 技術協力プロジェクト 

所轄部署： 地球環境部第一グループ（森林・

自然環境）森林保全第一チーム 
協力金額（評価時点）：2 億 7000 万円 

(R/D): 2001.10.25 先方関係機関：  林業省森林局 

(延長): 日本側協力機関： 農林水産省林野庁 協力期間 

(F/U): 他の関連協力： 

1-1 協力の背景と概要 

 ミャンマー国の森林面積は、国土面積（6,765 万 ha）の約 51%を占めているが、1975～89 年の

14 年間に毎年約 22 万 ha、さらに 1990～2000 年の 10 年間には毎年約 52 万 ha の森林が減少し、急

速な森林の喪失が大きな問題となっている。国全体で必要とするエネルギーの 80%を薪炭林から得

ていること、そして薪炭材供給のために森林が伐採されていることが、森林減少の大きな要因と

なっているとされている。 

 ミャンマー国の林業省森林局は、薪炭材伐採による森林減少・土壌流亡への重点対策地域の一

つとして、乾燥地を挙げている。他の地域に比べて乾燥が厳しいこと、全人口の約三分の一が居

住している事などから、森林減少・土壌流亡の程度が特に著しい地域である。このような状況下、

ミャンマー国は 1995 年に発表した森林政策により、地域住民による住民参加型森林管理の促進を

林業政策の重点課題の一つとして掲げた。また、同年の森林局長通達である共有林令によって、

共有林の意義及び設置の具体的手順が規定された。 

 ミャンマー国政府は、この共有林令に基づく住民参加型森林管理を促進するため、森林局職員

の普及能力向上、乾燥地の農村地域における緑化を通じた収入源創出を目的とした技術協力につ

いて我が国に要請してきた。その要請を受けて、我が国は 2001 年 12 月から 5 年間の予定で、技

術協力プロジェクトを開始した。プロジェクト開始から２年半が経過したことから、活動実施状

況、投入実績等を把握し、中間評価を行うこととなった。 

 

1-2 協力内容 

（１）上位目標  

自発的な参加の下、住民が共有林からの便益を享受するため、森林局が共有林令（CFI）に基づ

く参加型森林管理を促進している。 

（２）プロジェクト目標 

乾燥地の全森林局タウンシップ事務所が、共有林令(CFI)に基づく参加型森林管理を促進する能

力を有している。 

（３）成果 

１）共有林令（CFI）に基づいた参加型森林管理の普及計画が策定される。 
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２）研修を通じ普及担当職員が参加型森林管理の重要性を認識し、普及に必要な知識、手法を

身につける。 

３）普及担当職員への研修の一環として、乾燥地の村落において参加型森林管理の普及活動が

実践される。 

（４）投入（評価時点） 

  日本側： 

  長期専門家派遣      8 名（141M/M）    機材供与          0.40 億円

  短期専門家派遣      1 名（0.5M/M）    ローカルコスト負担      0.74 億円

  研修員受入        5 名      その他（第三国研修）      5 名 

  相手国側： 

  カウンターパート配置  38 名      ローカルコスト負担   8,956 万チャット 

  土地・施設提供 （CFDTC の事務室・研修施設、CFDTC サブセンターの土地、等） 

 

２．評価調査団の概要 

調 査 者 （担当分野：氏名  職位） 

総括  ： 勝田 幸秀 JICA 地球環境部第１グループグループ長 

普及手法： 森崎 信  農林水産省林野庁森林整備部計画課海外林業協力室研修係長

計画管理： 日高 弘  JICA 地球環境部第１グループ森林保全第１チーム 

評価分析： 道順 勲  中央開発（株） 

調査期間  2004 年 6 月 28 日〜2004 年 7 月 16 日 評価種類： 中間評価 

 

３．評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

 共有林令に基づいた参加型森林管理の普及計画「Community Forest Extension Plan in Dry Zone」

は、ほぼ計画通りのスケジュールで作成され、2004 年 3 月に森林局長により承認された。 

中央林業開発訓練センター(CFDTC)における研修に関しては、参加型森林管理に関わる研修コース

を実施する講師の育成、研修カリキュラムや教材作成、中央乾燥地の森林局タウンシップ事務所等

の管理者向けと普及担当職員向けの研修コースがほぼ予定どおり実施された。また、講師育成研修

を通じて、必要数の講師が育成されている。 

管理者向けと普及員向けの研修受講者数（森林局職員）は、人数的には目標を達成しているが（管

理者向けの場合 66 名、普及員向けの場合 108 名）、人事異動により乾燥地以外の地域の森林局事務

所勤務となったり、まだ研修を受講していない職員もいるので、研修の継続は必要である。 

現場における普及員の活動支援に関しては、これまでに、巡回指導チームが、情報収集及び普及活

動指導のため、全 54 タウンシップを巡回した。なお、現在までに、本プロジェクト活動により、

共有林設立の認証を受けた事例を有するタウンシップ数は54タウンシップ中の5タウンシップで、

認証数は計 7 カ所となっている。また、55 のユーザーズグループが設立され、43 のタウンシップ
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で共有林設立に向けた何らかの取組が進められている。 

 

3-2 評価結果の要約 

（１）妥当性： ある程度高い。 

本プロジェクトのプロジェクト目標は、ミャンマー国の森林政策の重点項目である、1)土壌・水・

環境等の保全、2)燃料・家屋等の住民の基礎的ニーズ、3)森林の保全と利用における住民参加、4)

森林の役割についての住民意識向上、と合致する。 

村落住民とのニーズとの関連では、社会経済自然条件により異なるものの、ある程度のニーズを

満たすものと考える。 

 

（２）有効性： 有効性が確保される見通しはある。 

今後も、必要な研修、巡回指導による実践力の向上、必要なガイドライン等の作成が的確に実施

されることで、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標である「乾燥地の全森林局タウンシッ

プ事務所が、共有林令(CFI)に基づく参加型森林管理を促進する能力を有している。」を達成する見

通しがあると判断する。 

 

（３）効率性： ある程度高い。 

プロジェクト活動を行うためにほぼ適切な投入が、ミャンマー側及び日本側によって行われてい

る。このことは、アウトプットの達成度を高めることに寄与している。プロジェクト管理の改善、

普及活動の活性化、巡回指導方法の再検討と効率化、研修コースと巡回指導活動とのリンケージを

通じて、本プロジェクトの効率性をより高めることができると考えられる。 

 

（４）インパクト： いくつかのインパクトはすでに発現している。 

通常の研修コースに、本プロジェクトの成果を取り入れたこと、共有林設立を見た隣村が共有林

設立を申し込んできた、というようなインパクトは発現している。なお、一般論としては、共有林

設立に伴い予期しない負の影響が発生する可能性はある。 

 

（５）自立発展性： いくつかの課題が解決されれば、自立発展性を確保できる。 

森林局職員の定期人事異動への適切な対処、共有林設立委員会による共有林の設置と管理の改

善、必要な研修の実施、普及活動に対する適切な予算措置等が実施されれば、本プロジェクトの自

立発展性が確保される可能性が高まる。 

 

3-3 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

当初、スタッフ・デベロップメント・トレーニングは、ベースライン調査実施に必要な参加型手

法をカウンターパートが身につけることを目的として開始されたが、研修コースの実施のためにも
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カウンターパートの能力向上が不可欠であるとの判断から、2002 年に引き続き、2003 年にも研修

を実施した。その成果として、現在では、カウンターパートだけで、研修コースを計画・実施する

能力を身につけるに至った。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 2003 年から現在までの約１年間、巡回指導チームが対象の全タウンシップを訪問し、情報収集

や普及活動実践指導を行ってきた結果、共有林が設立（共有林設立の認証が出された段階で共有林

が設立されたと判断している）した件数が 7 件で、5 タウンシップを数える。普及活動の対象とな

っている村落数が 89 ヵ村、ユーザーズグループ数が 55、共有林設立申請が出されているものが 42

件となっている等、共有林設立の途中段階にあるものも多い。また、共有林設立がなかなか進まな

い要因や研修受講者の理解度・実践力についての情報も収集されている。今後、これらの情報に基

づき、巡回指導の効率化や研修コースの改善が図られる予定となっている。 

 

3-4 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

当初、巡回指導は、重点巡回指導と一般巡回指導との 2 種類の方法で行う計画であった。重点巡

回指導の目的は、3 つのタウンシップとそれを管轄するディストリクト及びディビジョンレベルの

森林局事務所を対象に管理者の意識向上を通じて、フィールドレベルでの普及能力も向上させ、普

及活動実施のモデルを作ることにあった。しかしながら、関係者間の意志の疎通が十分図られず、

結果として、重点巡回指導の成果は、現場での普及活動の拡充にはあまり寄与しなかったと判断す

る。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

1)ディストリクトレベル、タウンシップレベルの森林局事務所のオフィサーの人事異動があるた

め、管理者向け研修コース受講者の三分の一以上が乾燥地以外に転勤している。研修の成果が有

効に活用されないことに繋がる恐れが高い。 

2)本プロジェクトでは、普及員による普及活動をモニタリングするため、普及活動月報を提出する

よう、記入様式を決めて、指示が出されている。しかし、報告書が提出された例はわずかで、実

質的に機能していない。普及活動をモニタリングし、必要に応じて適切な指導を行う上での制約

要因となっている。 

 

3-5 結論 

中央林業訓練センター（CFDTC）における研修及び巡回指導チームによる普及員に対する現地

研修が、徐々に効果を上げつつあり、共有林設置済みのタウンシップ数も増加している。また、5

項目評価の観点からは、自立発展性に若干の不安はあるものの大きな問題は発生していない。今後

は、本報告書にあげた提言等を参考に活動を継続することにより、終了時にはプロジェクト目標は
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達成し、上位目標に貢献できると見込まれる。 

 

3-6 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）普及員の活性化： 

１）森林局タウンシップ事務所の普及員が普及活動に専念できるような環境整備。 

２）研修を受講した普及員の人事異動の最小限化、プロジェクト地域内での移動の推進あるいは交

代要員に対する速やかな研修実施。 

３）普及員の活動費用（交通費など）を森林局が支出する適切な制度を作ること。 

４）適切な頻度と内容の普及活動報告書が提出される等、共有林設立活動のモニタリング体制構築。

 

（２）巡回指導活動の評価と今後の活動方針の検討 

巡回指導チームの活動から得られた経験や教訓に基づき、今後の巡回指導チームがより効果が得

られるよう、実施方針を改善すること。 

 

（３）研修事業の見直し 

１）研修事業の CFDTC サブセンターへの移行にあたっては、サブセンターの研修講師の能力向上、

CFDTC 本センターからの支援、事務部門の強化等が必要であり、十分な研修実施体制を構築

すること。 

２）普及活動のモニタリングや巡回指導から得られる情報が、研修内容改善のためにフィードバッ

クされる制度を構築すること。 

３）普及活動に従事する普及員やタウンシップ事務所長が人事異動となった場合、速やかに交代要

員に対する研修を実施すること。 

 

（４）乾燥地緑化局との協調 

乾燥地においては、乾燥地緑化局も共有林設定において重要な役割を果たしている。今後、ディ

ストリクトレベル、タウンシップレベルの共有林設立委員会が早急に設立される必要があり、また

乾燥地緑化局の本プロジェクトへの積極的な参加が望まれる。 

 

（５）参加型森林管理の定義 

関係者が共通の認識をもつ必要性があることから、ユーザーズグループの設立時、管理計画の作

成期間、共有林設置後の各段階における参加型森林管理の概念を調査団から、提示した。 

 

（６）住民の収入向上活動への支援 

共有林設置を推進するために、住民のニーズを満たす所得向上のための支援が、大きな効果をも

たらす場合も考えられる。今後、本プロジェクトの実施においては、住民の主体性と自立発展性に

留意しつつ、収入向上のための活動への支援も、プロジェクト活動の選択肢として検討すべきであ

る。 
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（７）社会的インパクトへの配慮 

共有林の設置は、住民のイニシアティブに基づき行われるとはいえ、地域住民間の関係によって

は軋轢が生じる可能性もある。したがって、共有林が設立された地区あるいは設立途上にある地区

を対象に正負のインパクトを調べる調査を実施するべきである。 

 

（８）計画・モニタリング方法の改善 

関係者全員の共通理解を図った上で、計画・モニタリング方法をより改善する必要がある。 

 

（９）PDM と活動計画の見直し 

上述した提言に基づき、ミャンマー側と日本側が今後の活動について議論し、PDM と活動計画

の見直しを 2004 年 10 月を目途に行うこと。 
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第 1 章  中間評価の概要 

 

1-1 調査団派遣の経緯と目的 
 

プロジェクトが開始されて２年半が経過したことから、中間時点での計画達成状況

を把握し、JICA 事業評価ガイドラインに基づく「評価５項目」により評価を行う。ま

た、同評価結果を基に今後のプロジェクト活動改善に関する提言を行うとともに必要

に応じプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、活動計画（PO）の見直しを検

討する。 

 

1-2 調査団の構成と調査期間 
 

1-2-1 団員構成 

（１）団長/総括 勝田幸秀 JICA 地球環境部第１グループグループ長 

（２）普及手法 森崎 信 農林水産省林野庁森林整備部計画課海外林業協力室研修係長 

（３）計画管理 日高 弘 JICA 地球環境部第１グループ森林保全第１チーム 

（４）評価分析 道順 勲 中央開発（株） 

  

1-2-2 調査期間 

  平成 16 年 6 月 28 日（月）から平成 16 年 7 月 16 日（金） 

  なお、6月 28 日(月)から 7月 3日(土)までは、評価分析団員が先行調査を実施 

 

1-3 対象プロジェクトの概要 
 

1-3-1 プロジェクトの背景 

（１）ミャンマー国森林の現状 

ミャンマー国では森林の急速な減少が大きな問題となっており、1990～2000 年の 10

年間に毎年約 52 万 ha の森林が失われている。森林減少の主要な要因は、薪炭材供給

のための伐採にあるとされており、国全体が必要とするエネルギーの 80％を薪炭材に

依存している。また、同国中央部に位置する乾燥地は、降水量が少ないにも拘わらず、

全人口の 3 分の 1 が居住していることから、森林減少および土壌流失の程度が特に激

しい地域である。 

 このような状況の下、同国政府は 1990 年代後半となってから、乾燥地における植林

の推進と、住民参加型森林管理の促進を林政課題の重点の一つとして掲げ、共有林令

を策定（1995 年発令）して地域住民による植林及び森林管理を推進することとした。  
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（２）JICA のミャンマー国森林分野に対する協力 

1990 年にわが国無償資金協力で建設した中央林業開発訓練センター（CFDTC）におい

て、ミャンマー林業省森林局及び乾燥地緑化局の職員訓練を主にした技術協力、中央

林業開発訓練センター計画を、1990 年から 5年間にわたり実施。その後継続して 1995

年から 2年間のフォローアップ協力、そして 1999 年から 2年間のアフターケアー協力

と合計 9年間にわたる協力を実施してきた。 

本アフターケアー協力期間中にミャンマー国政府は、共有林令に基づく住民参加型

森林管理を促進するため、森林局職員の普及能力の向上、および乾燥地の農村地域住

民の生活向上を目的とした技術協力に関して、改めて我が国に対し要請してきた。 

同要請を受け、2001年 12月より5年間の予定で、主に中央林業研修センターにおいて、

中央乾燥地の森林官を対象にした研修及び乾燥地において共有林普及に関する実地研

修を目的とした協力を開始した。 

なお、本プロジェクトは中央乾燥地の持続的な森林管理とそれを通じた住民の福祉

向上を目的としていることから、JICA の援助重点分野の中においては「民主化支援」、

開発課題では、「行政への住民参加機会の拡大」に位置づけている。 

 

1-3-2 プロジェクト概要（PDM における「プロジェクト要約部分」） 

（１）上位目標：自発的な参加の下、住民が共有林からの便益を享受するため、森林局が

共有林令（CFI）に基づく参加型森林管理を促進している。 

（２）プロジェクト目標：乾燥地の全森林局タウンシップ事務所が、共有林令（CFI）に

基づく参加型森林管理を促進する能力を有している。 

（３）成果： 

1)共有林令（CFI）に基づいた参加型森林管理の普及計画が策定される。 

2)研修を通じ普及担当職員が参加型森林管理の重要性を認識し、普及に必要な知識、

手法を身につける。 

3)普及担当職員への研修の一環として、乾燥地の村落において参加型森林管理の普及

活動が実践される。 

（４）活動： 

1)-1 ベースライン調査のために、スタッフ能力開発研修を実施する。 

1)-2 ベースライン調査を実施し、現状の普及体制を調査する。 

1)-3 適切な普及手順および手法を特定する。 

1)-4 望ましい普及実施体制を立案する。 

1)-5 普及活動の地理的優先地区を特定する。 

1)-6 普及担当職員が備えるべき技術、資質を特定する。 

1)-7 研修の展望と戦略を立案する。 

1)-8 乾燥地における普及計画案を作成する。 
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2)-1 研修カリキュラムを作成する。 

2)-2 普及シンポジウムを開催する。 

2)-3 普及マニュアルを含む研修教材を作成する。 

2)-4 研修講師育成研修を実施する。 

2)-5 管理者のための研修を実施する。 

2)-6 普及担当職員のための研修を実施する。 

2)-7 研修コースの評価を行う。 

 

3)-1 住民向けの CFI に関するマニュアルを作成する。 

3)-2 普及活動実践に従事する普及担当職員を支援する。 

3)-3 普及担当職員に対して補完研修を行う。 

3)-4 住民に対して CFI および必要な林業技術についての研修を実施する。 

3)-5 モニタリングおよび評価を行う。 

3)-6 普及活動実践の経験に基づき、普及計画の見直しを行う。 
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第 2 章  中間評価の方法 

 
 本調査は、評価の手法としてプロジェクト・サイクル・マネジメント（Project Cycle 

Management: 以下「PCM」）の評価手法を採用した。PCM 手法を用いた評価は、１）プロジ

ェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix、以下「PDM」、別添１参照）

に基づいた計画達成度の把握（投入実績、活動状況、成果の達成度、プロジェクト目標

の達成見込み）、２）「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」の 5 つ

の評価の観点に基づいた収集データの分析、３）分析結果からの教訓、提言のまとめの

３点で構成されている。 

 

2-1 評価設問と必要なデータ・評価指標 
 

PDM（2003 年 1 月 15 日）、プロジェクト・ドキュメント、実施運営総括表（四半期報

告書）、専門家活動報告書、その他プロジェクト関連文書のレビューを行い、中間評価

の評価項目を設定し、出発前に評価グリッドの準備を行った。評価指標については、

現行 PDM に掲げられている指標を用いた。 

 

2-2 データ収集方法 

上述した既存資料からの入手に加え、プロジェクト専門家とカウンターパートに対

する質問票を作成し、データの補足、追加情報の入手を行った他、一部不足情報につ

いては、質問票及び評価グリッドに基づき関係者にインタビューを行った。 

また、現地調査期間中には中央林業訓練センター（CFDTC）及びサブセンターを視察

し、施設や資機材の活用状況を確認するとともに、中央乾燥地のタウンシップ普及員

及び共有林ユーザーグループのメンバーである村民にインタビューを行い、現場の情

報を入手した。 

 

2-3 データ分析方法 
 

日本側で作成した評価グリッドを中心に評価方法を説明し、合意を得た後、得られ

たデータについて、PDM に掲げた指標及び活動計画（PO）、年間計画（APO）の進捗計画

に比較し、進捗度合いを確認した。評価 5 項目に関する分析については、JICA 評価ガ

イドラインに述べられている 5 項目評価の視点から判断するとともに、評価グリッド

に設定した判断基準を基にプロジェクト専門家及び C/P、先方評価団と協議を行い、評

価結果の分析を行った。 
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第 3 章 プロジェクトの実績 

 

3-1 投入実績 
 

3-1-1 日本側投入 

（１）長期専門家 

長期専門家として累計 8 名が派遣された。専門分野、氏名、派遣期間は下表のとお

り。ほぼ計画通りの投入で推移している。当初は、5名体制であったが、現在は、チー

フアドバイザー、業務調整、研修、共有林普及の 4 名体制となっている。なお、現在

の勤務場所は、チーフアドバイザーと業務調整が首都ヤンゴンの森林局本部、研修と

共有林普及がマンダレーにある CFDTC サブセンターとなっている。 

 

分野 氏名 派遣期間 

チーフアドバイザー 酒井 彰 2001 年 12 月 16 日～2004 年 1 月 31 日 

 榎森 啓三 2004 年 1 月 13 日～2006 年 1 月 12 日 

業務調整 井芹 信之 2001 年 12 月 16 日～2004 年 12 月 15 日 

研修 佐藤 隆幸 2001 年 12 月 16 日～2004 年 7 月 20 日 

 濱田 秀一郎 2004 年 6 月 21 日～2006 年 6 月 20 日 

普及計画 佐藤 朗 2002 年 1 月 31 日～2004 年 1 月 31 日 

共有林普及 佐藤 宏幸 2002 年 3 月 31 日～2004 年 3 月 30 日 

 山内 弘美 2004 年 6 月 21 日～2006 年 12 月 15 日 

 

（２）短期専門家 

現在までの短期専門家の派遣は、参加型森林管理の専門家 1 名のみである（天野正

博、2003 年 1 月 9日～1月 16 日）。なお、2003 年度に社会経済調査、参加型森林管理、

PCM 手法に関わる短期専門家 3名の派遣が検討されたが、政治状況の変化に伴う援助方

針の変更のため実施されなかった。特に新旧チーフアドバイザー及び旧専門家（普及

計画）が揃う 2004 年 1 月に予定していた短期専門家（参加型森林管理）の派遣中止は、

プロジェクト期間後半のデザイン見直しを行う上で、大きな影響を与えた。 

 

（３）日本でのカウンターパート研修 

現在までに、7名のカウンターパートが日本での研修を受けている。研修分野、氏名

等は下表のとおり。なお、日本でのカウンターパート研修受入は、毎年 2-3 名を計画

していたが、2003 年度のカウンターパート研修受入は、政治状況の変化に伴う援助方

針の変更のため中止となった。この点を除けば、計画通りに実施されている。 
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氏名 所属 研修分野 研修期間 

Mr. Myint Soe 

Staff Officer, Central Forestry 

Development Training Centre, 

Forest Department 

共有林研修・普及 
2002.3.25 ～

2002.4.24 

Mr. Saw Khaing Oo 

Range Officer, Central Forestry 

Development Training Centre, 

Forest Department 

社会林業 
2002.3.25 ～

2002.4.24 

Mr. Tin Maung Than 

Staff Officer, Central Forestry 

Development Training Centre, 

Forest Department 

社会林業 
2002.8.13 ～

2002.10.4 

Mr. Pen Chit 

Staff Officer, Central Forestry 

Development Training Centre, 

Forest Department 

社会林業 
2002.8.13 ～

2002.10.4 

Mr. Win Hlaining 

Deputy Principal(Assistant 

Director), Central Forestry 

Development Training Centre, 

Forest Department 

参加型研修手法 
2003.3.11 ～

2003.3.29 

Mr. Min Htut 

Staff Officer, Central Forestry 

Development Training Centre, 

Forest Department 

森林・林業カウンタ

ーパート合同研修 

2004.8.1 ～

2004.9.30 

Mr. Kyaw Thein 

Staff Officer, Central Forestry 

Development Training Centre, 

Forest Department 

森林・林業カウンタ

ーパート合同研修 

2004.8.1 ～

2004.9.30 

 

（４）カウンターパートの第三国研修 

カウンターパート 1 名を含む森林局等の関係者 5 名が、2004 年 1 月 11 日から 2 月

16 にかけてフィリピン国のマニラで実施された住民主体の森林管理分野の第三国研修

「Program of Community-Based Forest Management」を受講した。受講者の氏名、所

属は次のとおり。 

 

氏名 所属 

Mr. Bo Ni Assistant Director, Planning and Statistics Division, Forest 

Department 

Mr. Wai Myo Hla Staff Officer, Nyaung Oo Township Office, DZGD（植林無償案件関係

者） 

Mr. Wai Lwin Staff Officer, Pakokku Township Officer, Forest Department（開発

調査関係者） 

Mr. San Aung Staff Officer, Extension Division, Forest Department 

Mr. Ye Naing Cho Range Officer, COMFORT project, Forest Department（カウンターパ

ート） 
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（５）機材供与 

日本側からはこれまでに、車輌、パソコン、プロジェクター、オートバイ、簡易測

量機器等の供与が実施された（詳細機材リストは、ミニッツの Annex 5 を参照のこと）。

2001 年から 2004 年までの総額は、3,953 万円である。なお、2004 年度については、計

画額を提示した。 

 

（６）日本側負担の現地業務費 

プロジェクトの円滑な進捗を図るため、これまでに約 7,400 万円が現地業務費とし

て支出された。この中には、CFDTC サブセンターの建設費 197,606 ドルを含む。年度別

の金額は次のとおり。ただし 2004 年度については、計画額を提示した。 

 

年度（4月～翌年3月） 2001年 2002年 2003年 2004年 計 

現地業務費（単位：千円） 3,846 34,406 26,068 9,725 74,045 

 

3-1-2 ミャンマー側投入 

（１）カウンターパートの配置実績 

2004年 7月時点までのミャンマー側のカウンターパートの配置人数累計は38人であ

る。現時点でのカウンターパート数は、23 名である。カウンターパートの勤務地別で

は、森林局本部 2名（首都ヤンゴン）、CFDTC12 名（ヤンゴンから車で約 1時間の距離）、

CFDTC サブセンター9名（マンダレー、ヤンゴンから飛行機で約 1時間）である。カウ

ンターパートの配置リストは、ミニッツの Annex 7 を参照のこと。 

 

（２）ミャンマー側の予算支出 

2001 年 12 月から現時点まで、ミャンマー側の予算支出の合計は 89,560,000 チャッ

トである。この中には、研修コース実施費用、カウンターパートの給料、CFDTC サブセ

ンターの整備費が含まれる。年度毎の支出内訳は下表のとおり。 

 

（単位：百万チャット、４５０チャット＝１ＵＳ＄1） 

項目 2001年 2002年 2003年 2004年 計 

CFDTCにおける予算支出（本プロジェクトの

研修コースの実施とカウンターパートの給

料） 

- 21.95 26.09 3.70 51.74 

CFDTCサブセンターにおける予算支出（主と

して、サブセンター施設整備費） 
- 11.00 25.70 1.12 37.82 

計 - 32.95 51.79 4.82 89.56 

 

                                            
1 JICA が公式に使用している換算レート。実勢レートは１US$＝750～1,200 チャット。 
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3-2 活動実績 
 

PDM2（2003 年 1 月修正版）に記載された活動項目の実績・進捗状況は下表のとおり。 

 

 活動項目 活動の実績・進捗状況あるいはコメント 

Acti

vity 

1-1) 

ベースライン調

査のために、ス

タッフ能力開発

研 修 を 実 施 す

る。 

・ 2002 年 5 月から 9 月にかけて、ベースライン調査のためのスタッ

フ能力開発研修（すなわち、ベースライン調査を実施するために必

要な能力を身につけるための研修）が 10 回実施された。（Baseline 

Survey Skills Workshop と題する研修の実施回数）。研修項目には、

インタビュー技術、ファシリテーション技術、調査手順、調査目的・

手順についての合意形成、コンピュータ利用、調査結果から得られ

た教訓や提言のフィードバック等が含まれる。 

1-2) ベースライン調

査を実施し、現

状の普及体制を

調査する。 

・ ベースライン調査は、2002 年 3 月から 9月にかけて実施された（3

月～4月は予備的調査を実施）。そして、2002 年 12 月にベースライ

ン調査報告書が作成された。調査対象は、乾燥地にある森林局の

12 カ所の District Office と 29 カ所の Township Office である。

報告書の構成は以下の通りである。 

1) Introduction 

2) Objectives 

3) Survey methods 

4) Analysis 

5) Suggestions 

6) Terminology 

7) List of references 

 

・ この報告書は、本プロジェクトの対象となっている、乾燥地の森林

局の 12 カ所の District Office と 54 カ所の Township Office に

配布された。 

1-3) 適切な普及手順

および手法を特

定する。 

・ 2004 年 1 月に作成された「Community Forest Extension Plan in Dry 

Zone」の中に、普及手順のモデル例が示されている。 

・ このモデル普及手順については、巡回指導チームの指導経験から得

られる分析や提言に基づき改善が図られることが期待される。 

1-4) 望ましい普及実

施体制を立案す

る。 

・ 2004 年 1 月に作成された「Community Forest Extension Plan in Dry 

Zone」の中に、普及実施体制が示されている。 

・ 普及手順同様、普及実施体制についても巡回指導チームの指導経験

から得られる分析や提言に基づき改善が図られることが期待され

る。  

1-5) 普及活動の地理

的優先地区を特

定する。 

・ 普及活動の優先地区を特定するため、一般巡回指導チームが 51 タ

ウンシップからデータや情報を収集した。特定作業は現在実施中で

ある。  

1-6) 普及担当職員が

備 え る べ き 技

術、資質を特定

する。 

・ ベースライン調査報告書では、以下の技能や知識が普及担当職員に

必要であると指摘している。 

1) Communication ability 

2) Skills and knowledge on extension 

3) Community Forest Instruction (CFI) 

4) Forestry subjects (administration) 

5) Forestry subjects (techniques) 
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 活動項目 活動の実績・進捗状況あるいはコメント 

1-7) 研修の展望と戦

略を立案する。 

・ 2003 年の研修計画によると、研修の戦略は 54 カ所のタウンシップ

事務所を対象に研修を実施することである。質より量を優先する研

修計画であると位置付けている。参加型手法の導入を研修プログラ

ムにおける優先事項の一つとしている。  

・ 2004 年の研修計画の戦略は、「選定されたタウンシップへの研修」

であり、共有林設立の可能性のあるタウンシップを研修対象として

優先することにある。また、参加型手法が住民参加を図るために研

修プログラムの中に取り入れられる。住民の参加は、住民と森林局

職員あるいは乾燥地緑化局職員との信頼関係を築く上で重要であ

る。  

1-8) 乾燥地における

普及計画案を作

成する。 

・ 2003 年 1 月に普及計画案が作成された。そして、2004 年 1 月に

「Community Forest Extension Plan in Dry Zone」が森林局によ

り承認された。  

Acti

vity 

2-1) 

研修カリキュラ

ムを作成する。 

・ 研修カリキュラムを含む研修計画が毎年作成されている。研修計画

には、2003 年版と 2004 年版がある。2004 年版の研修計画の修正に

ついて、ミャンマー側カウンターパートと日本人専門家側とで検討

中である。 

2-2) 普及シンポジウ

ムを開催する。 

・ 「共有林と普及における住民参加ワークショップ(Workshop on 

peoples participation in community forestry and extension)」

が 2003 年 1 月 13 日～14 日にかけて実施された。出席者総数は、

約 100 人で、森林局本部職員、森林局地域事務所の職員等の他、JICA

の運営指導調査団のメンバーも出席した。 

・ このワークショップの結果を取りまとめた報告書が作成される計

画であったが、実際には作成されなかった。ワークショップのプロ

グラムや一部の発表用資料が残されているだけである。  

2-3) 普及マニュアル

を含む研修教材

を作成する。 

・ 共有林設立のためのガイドラインが 3種類作成された。（管理者用、

普及員用、住民用）。 

・ CFDTC の校長が共有林に関して深い知識を有し、作成したいという

希望が強かったので、この 3種類のガイドラインが作成される事と

なった。ガイドラインのドラフトはミャンマー語で作成され、森林

局による承認が行われた後で英語に翻訳された。それまで日本人専

門家が関与することは無かった。なお、ガイドラインの内容の修正

が必要な場合には、修正を行うことでミャンマー側と日本人専門家

側とで合意している。 

・ 以下の講師用の参考資料が内部資料として作成された。 

1) Activity Reference on Communication Skills 

2) Facilitators’ Reference on Participatory Training 

・ 2003 年の年間活動計画によると、以下のマニュアルや研修材料を

作成する計画となっていたが、実際には作成されていない。 

1) Extension Manual for Extension Staff 

2) Training Manual for Extension Staff 

3) Workshop Manual for Extension Staff 

4) Participatory Activities Reference 
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 活動項目 活動の実績・進捗状況あるいはコメント 

2-4) 研修講師育成研

修を実施する。 

・ 研修講師育成研修の目的は、1)本プロジェクトの講師として参加型

研修プログラムを設計すること（研修設計）、2)ファシリテーター

として研修科目の実施と評価を行うこと（研修実施）、3)研修・普

及材料を開発すること（教材作成）、にある。 

・ 研修講師育成研修は、2003 年に計 12 回実施された（1 研修は、１

～2 日間）。当初の研修対象者は 14 名であったが、結果的には 20

名の参加があった。当初の研修対象者 14 名の研修出席率は 63%で

あった。 

・ 2004 年も引き続き研修講師育成研修を実施するかどうかは検討中

である。  

2-5) 管理者のための

研 修 を 実 施 す

る。 

・ 管理者向けの研修コース(PEM: Participatory Extension System)

の対象者は、乾燥地にある森林局の 12 カ所の District Office の

オフィサー（各ディストリクトから１名で計 12 名）と 54 カ所のタ

ウンシップ事務所の所長（計 54 名）である。 

・ 2003 年 3 月から現在（2004 年 6 月）まで、管理者向け研修コース

は 7 回実施された。受講者は、12 名の District Office のオフィ

サー、56 名のタウンシップ事務所の所長、27 名の乾燥地緑化局の

スタッフである。合計 95 名である。ただし、受講者のうち 27 名が

すでに乾燥地以外の地区に人事異動している。  

2-6) 普及担当職員の

ための研修を実

施する。 

・ 普及担当職員向けの研修コース(PEM: Participatory Extension 

Method) の対象者は、森林局の 54 タウンシップ事務所の職員で、

各タウンシップ 2名である。合計としては 108 名が目標数である。

・ 2003 年 6 月から現在（2004 年 6 月）まで 7 回の普及担当者向け研

修コースが実施された。受講者数は、森林局のタウンシップ事務所

の職員が 118 名と乾燥地緑化局職員 2 名である。（乾燥地緑化局職

員は、無償資金協力による植林事業が実施されている Nyaung U タ

ウンシップ事務所の職員である。）なお、森林局タウンシップ事務

所の受講者のうちの 9名が乾燥地以外の地区に人事異動している。

2-7) 研修コースの評

価を行う。 

・ 研修コースの一つの評価として、受講者による自己評価（研修コー

スに対する理解度と満足度）が実施されている。研修コースの 後

には、各受講者により、研修コースで学んだことに関する発表会が

実施されている。講師は、この発表に対する評価を行っている。さ

らに、共有林システムに関するテストも実施されている。これらの

３種類の評価や研修期間中の受講者の反応等に基づき、研修の見直

し会議を開催し、次回の研修コースの改善を図っている。  

Acti

vity 

3-1) 

住民向けの CFI

に関するマニュ

ア ル を 作 成 す

る。 

「The Guideline on Community Forestry Establishment for Rural 

Communities」が作成された。 
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 活動項目 活動の実績・進捗状況あるいはコメント 

3-2) 普及活動実践に

従事する普及担

当職員を支援す

る。 

・ 普及支援活動は実施中である。 

・ 重点巡回指導チームは、３カ所の森林局タウンシップ事務所と関連

の District Office と Division Office を指導した。 

・ 一般巡回指導チームは、54 カ所のタウンシップ事務所を情報収集

のため訪問し、その内 36 カ所のタウンシップでは、普及活動支援

を実施した。 

・ 普及員の交通費は自前で賄われている。また、仮に森林局で正規の

交通費が支払われたとしても小額のため、実質上は不足している。

3-3) 普及担当職員に

対して補完研修

を行う。 

・ 予備的な活動として、2004 年 1 月に森林局タウンシップ事務所の

10 名の普及員を招き、ワークショップを行い、普及員のためのフォ

ローアップ研修のニーズ調査が実施された。 

・ フォローアップ研修は、2004 年研修計画には含まれていなかった

が、ミャンマー側と日本人専門家側が協議した結果、2004 年に 4

回実施する計画となった（１回あたり 4 日間の研修コース）。研修

対象は、72 名の普及員である。 

3-4) 住 民 に 対 し て

CFI および必要

な林業技術につ

いての研修を実

施する。 

・ 住民対象の第１回目の研修が 2004 年 5 月に実施された。受講者は、

18 名の住民と管轄の District Officer2 名である。 

・ 2004 年中に今後さらに 4 回の住民向け研修コースが実施される計

画である。研修期間は、5 日間であり、研修対象者数は 90 名を予

定している。 

3-5) モニタリングお

よ び 評 価 を 行

う。 

・ 森林局本部は、タウンシップ事務所に対し、普及活動月報を提出す

るよう指示したが、実際に提出されたのは 4つである。 

・ 森林局タウンシップ事務所が定期的に提出している四半期報告書

に、普及活動に関する報告も盛り込めないかどうか、報告システム

の改善につき検討中である。  

3-6) 普及活動実践の

経験に基づき、

普及計画の見直

しを行う。 

・ 必要であれば、巡回指導チームの普及活動支援経験に基づき、普及

計画の見直し・修正を図る事となっている。 

 

 
3-3 成果の達成状況 

 

PDM2 に示されたアウトプットの各項目毎の達成状況は次の通りである。 

 

成果 1：共有林令（CFI）に基づいた参加型森林管理の普及計画が策定される。 

指標 達成状況（2004 年 6 月現在） 

第２年次終了時までに普及計画が

森林局により承認される 
「Community Forest Extension Plan in Dry Zone」

が2004年 3月 18日付の森林局長レターにより承認さ

れた。承認に至る過程は以下のとおり 

（１）共有林普及計画ドラフト 

2003 年 1月、試行的に Mandalay, Magway と Sagaing

にある中央乾燥地の 54 タウンシップにおいて参加型
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森林管理による共有林普及を行うための計画ドラフ

トがガイドラインとして作成された。本ドラフトは、

１１ヶ月の試行後、計画統計部（PSD）、天然林・プラ

ンテーション部（NFPD）、普及部（ED）及び訓練・調

査開発部（TRDD）との協議の結果、改定が行われた。

改定に当たっては、(i)２つの巡回指導チーム、(ii)

マングローブ開発調査プロジェクト(iii)中央乾燥地

無償植林からの教訓を参考に進められた。その目的

は、以下のとおりである。 

a)2006 年までに実行可能で実践的な継続性のある

行動計画により本プロジェクトの目的を達成する

こと。 

b)森林局により 2011 年に本プロジェクトの上位目

標が達成されること。 

（２）共有林普及計画（Final version） 

改定されたドラフトは、2004 年 1 月に完成、同年

３月に訓練・調査開発部長によって承認された。 

本計画は、今後も必要に応じて改定が行われること

が記されている。計画書の主な特徴としては、ドラ

フト案における課題を整理し、必要な措置として共

有林調整委員会の設置、報告の仕組みや研修からの

フィードバック等についての方策を具体的に示し

ており、現在まで概ね計画に基づき順調に活動が行

われている。 

 

成果 2：研修を通じ普及担当職員が参加型森林管理の重要性を認識し、普及に必要な知識、

手法を身につける 

指標 達成状況（2004 年 6 月現在） 

2-1) 適切な資質を持つ研修講師が

必要数、配置される。 

現在までに、管理者向け研修コース、普及担当職員向

け研修コース、住民向け研修コースが実施されている

が、各コースの講師数は次の通りである。 

1) 管理者向け研修コース： カウンターパート 6

名と外部招聘者１名の計 7名。（研修場所は、これ

まで CFDTC であったが、2004 年 8 月から CFDTC サ

ブセンターに移る予定） 

2) 普及担当職員向け研修コース： カウンターパ

ート 10 名と外部招聘者 1 名の計 11 名。カウンタ

ーパート 10 名のうちの 6名は、上記の管理者向け

研修コースの講師も務めている。（研修場所は、こ

れまで CFDTC であったが、2004 年 8 月から CFDTC

サブセンターに移る予定） 

3) 住民向け研修コース： カウンターパート 4名
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と外部招聘者 2名の計 6名。研修場所は、CFDTC サ

ブセンター。 

カウンターパートは、上記の管理者向け及び普及担当

職員向け研修コースを計画・実施する高い能力を身に

つけている。 

2-2) 全ての研修受講者が CFDTC に

おける研修コース終了時に実施さ

れるテストに合格する。 

受講者は以下の達成度テストを受けている。 

1) 研修コースの理解度と満足度に関する自己評

価 

2) 研修コースで学んだことについての発表 

3) 共有林システムに関するテスト 

以上のテスト結果に基づき、全研修受講者は、修了証

を受け取っている。 

2-3) 第１年次終了時までに、共有

林普及マニュアルが作成される。 

「Community Forest Establishment Guideline for 

Extension Staff」が 2003 年に作成された。 

2-4) 2003 年末までに、講師育成研

修に参加した C/P が独力で、本プロ

ジェクトの研修計画を作成できる

ようになる。 

カウンターパートは独力で、2004 年の研修計画を作

成した。ただし、フォローアップ研修や住民向け研修

についての計画が含まれていなかった。また、管理者

向け研修コースと普及担当職員向け研修コースの対

象者は、乾燥地緑化局の職員だけが対象となってい

た。 

 

成果 3：普及担当職員への研修の一環として、乾燥地の村落において参加型森林管理の普及

活動が実践される。 

指標 達成状況（2004 年 6 月現在） 

3-1) 第１年次終了時までに、住民

向けの共有林マニュアルが作成さ

れる。 

ガイドライン「Community Forest Establishment Plan 

for Rural Communities」が 2003 年に作成された。 

3-2) 研修受講生の 80%以上が、普及

活動実践に従事する。（CFDTC での

研修後 6ヵ月の時点で） 

普及活動の報告システムが現時点では機能していな

いため、プロジェクト対象地域内の各タウンシップ事

務所の普及活動の進捗状況をモニタリングすること

が困難な状態にある。そのため、この指標を見直し、

より適切な指標にする必要がある。例えば、「森林局

の各タウンシップ事務所から定期的に提出される普

及活動に関する報告書の数量（例えば、90%以上のタ

ウンシップ）」も一案。 

なお、共有林設立の進捗に関しては、2004 年 7 月時

点で、全 54 タウンシップ中、43 タウンシップで共有

林設立に向けての普及活動が実施されている。このこ

とから、研修を受講した普及員の大半が普及活動を実

践していると言える。 
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3-4 プロジェクト目標の達成状況 
 

プロジェクト目標の達成状況は、以下のとおりである。 

 

プロジェクト目標：乾燥地の全森林局タウンシップ事務所が、共有林令(CFI)に基づく参加

型森林管理を促進する能力を有している。 

指標 達成状況（2004 年 6 月現在） 

1) 乾燥地のタウンシップの 50%以

上において共有林が形成される。 

本プロジェクトの活動により、認証を既に受けた共有

林があるタウンシップ数は、54 タウンシップ中の 5

タウンシップである。なお認証数は、計 7個（7カ所

の共有林）。 

（共有林設立についての申請が、森林局により認証さ

れたことをもって、共有林が設定されたと判断するこ

ととする。） 

2) 中央林業開発訓練センターでの

共有林普及研修に参加した普及員

の 90%が、研修修了後 1 年後でも普

及活動を行っている。 

普及活動の報告システムが現時点では機能していな

いため、プロジェクト対象地域内の各タウンシップ事

務所の普及活動の進捗状況をモニタリングすること

が困難な状態にある。そのため、この指標を見直し、

より適切な指標にする必要がある。例として、「森林

局の各タウンシップ事務所から定期的に提出される

普及活動に関する報告書で、共有林設立の進捗状況が

含まれている報告書の数量（例えば、90%以上）」。 

なお、共有林設立の進捗に関しては、2004 年 7 月時

点で、全 54 タウンシップ中、43 タウンシップで共有

林設立に向けての普及活動が実施されている。このこ

とから、研修を受講した普及員の大半が普及活動を実

践していると言える。 

 

 

3-5 実施プロセスにおける特記事項  
 

（１）ミャンマー側カウンターパートと日本人専門家の間、あるいは日本人専門家の間の

意志疎通（コミュニケーション）とコンセンサス作り 

本プロジェクトでは、合同調整委員会会議を定期的に開催し、また月例会議には主

要なカウンターパート、日本人専門家、関係部署（普及部等）の担当者が出席してい

る。関係者間で定期的に会議を持っていることで、関係者間の意志疎通を図る機会が

十分に設けられており、活動状況のモニタリングは詳細かつ適正に行われている。し

かしながら、実態として、以下に示すような事例が見られ、個別の活動項目を越える

部分に関して関係者間で十分なコンセンサス作りがされていない面があると判断され

る。 

 

• 共有林設立に関するガイドライン（管理者向け、普及員向け、住民向け）が CFDTC
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の校長（カウンターパートの１人でもある）により作成され、ガイドライン完成

まで日本人専門家が関与することが無かったこと。 

• 2004 年研修計画はミャンマー側カウンターパートの独力で作成された。しかしそ

の後、日本人専門家側が、住民向け研修やフォローアップ研修が含まれていない

欠点を指摘し、日本側は別途、研修計画案を作成している事。（研修計画作りの能

力をカウンターパートに身につけさせる目的があったとしても、必要なアドバイ

スを研修計画作成完了前に行うべきであった。） 

• 研修コースにおいてテストを実施しているかどうかについての認識の差があるこ

と。（ミャンマー側はテストを実施しているという認識であり、日本側はテストを

実施していないとの認識を持っている）。 

• 普及計画の 終版作成にあたって普及活動に従事している専門家があまり関与し

ていなかったこと。 

• 重点巡回指導チームと一般巡回指導チームとの連携が十分図られていなかったこ

と。 

• これから作成すべきガイドライン類についての意見の摺り合わせができていない

こと。 

 

（２）研修講師の育成 

当初、スタッフ・デベロップメント・トレーニングは、ベースライン調査実施に必

要な参加型手法をカウンターパートが身につけることを目的として開始されたが、研

修コースの実施のためにもカウンターパートの能力向上が不可欠であるとの判断から、

2002 年に引き続き、2003 年にも研修を実施した。その成果として、現在では、カウン

ターパートだけで、研修コースを計画・実施する能力を身につけるに至ったと評価さ

れている。 

 

（３）巡回指導 

2003 年から現在までの約１年間、巡回指導チームが対象の全タウンシップを訪問し、

情報収集や普及活動実践指導を行ってきた結果、共有林が設立（共有林設立の認証が

出された段階で共有林が設立されたと判断している）した件数が 7件で、5タウンシッ

プを数える。普及活動の対象となっている村落数が 89 ヵ村、ユーザーズグループ数が

55、共有林設立申請が出されているものが 42 件となっている等、共有林設立の途中段

階にあるものも多い。また、共有林設立がなかなか進まない要因や研修受講者の理解

度・実践力についての情報も収集されている。今後、これらの情報に基づき、巡回指

導の効率化や研修コースの改善が図られる予定となっている。 

 

巡回指導チームについては、2004 年 1 月まで一般巡回指導チーム（2003 年 5 月～2004
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年 7月）と重点巡回指導チーム（2003 年 5 月～2004 年 1 月）の２チームが編成された。

それぞれの巡回指導チームの役割は、以下のとおり。 

（ア）一般巡回指導チーム 

51 タウンシップを対象として、基本的な現地研修を通じて、普及活動を実施する。 

（イ）重点巡回指導チーム 

モデル林としての共有林の設置が可能と認められた特定の村落を対象に、モデル

となるべき共有林としてその設定に向け、状況に応じた重点研修を通じ、活動を

実施する。 

2004 年 2 月からは、一般巡回指導のみを実施することとした。このことは以下の

理由による。 

 共有林の性格及び事業内容は、利用者グループの形成、対象地の選定、管理

計画策定等共有林設定の過程全体を通じて決定されるものであり、事前の調

査によりモデル林としての的確性を判断することは困難であることが判明し

たため。 

 対象地の広域性、住民の生活圏の範囲、交通・情報伝達の状況等を勘案すれ

ば、広域に及ぶ乾燥地における共有林モデルとしての役割を少数の共有林に

期待することは、現実的に困難であることが判明したため。 

 対象となる 54 タウンシップの全てについて、 初に設定される共有林は当該

地域におけるモデルとしての性格を有するため。 

 ひとつの共有林がモデルとして機能しうる範囲は、住民の生活圏の範囲、交

通・情報伝達の状況等を勘案すれば、当該タウンシップの区域程度であると

考えられるため。 

現在まで、54 の全てのタウンシップより基礎データの収集が終了し、36 のタウンシ

ップにおいて巡回指導が行われた。 

 

（４）研修受講者の人事異動 

まだ大きな問題となってはいないが、ディストリクトレベル、タウンシップレベル

の森林局事務所のオフィサーの人事異動があるため、管理者向け研修コース受講者の

三分の一以上が乾燥地以外に転勤している。研修の成果が有効に活用されないことに

つながる。一例としては、上級向け（PES）研修を受講した６８人中２７人が乾燥地以

外へ転勤になっている。 

 

（５）普及活動月報の提出 

本プロジェクトでは、普及員による普及活動をモニタリングするため、普及活動月

報を提出するよう、記入様式を決めて、指示が出されている。しかし、報告書が提出

された例はわずかで、実質的に機能していない。普及活動をモニタリングし、必要に
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応じて適切な指導を行う上での制約要因となっている。 

 

（６）共有林設置における参加型森林管理の留意事項 

一般巡回指導において、参加型森林管理の共有林設置の活動としては、次の点につ

いて具体的なチェック事項を設け、必要に応じて指導を行ってきている。 

「①自由平等に話し合う場が与えられ、②自発的な意思に基づき森林管理計画づくり

に参加し、③他者の意思を尊重しつつ、④自らの希望（目的・本音）・考えを述べるこ

とが出来、⑤それが 大限計画に反映され、⑥平等な便益享受・平等な債務を負い、⑦

自らが主体となり森林管理・経営に参加すること」 

このような細部にわたるチェック項目による指導の背景には、これまでの森林局によ

る共有林設置の問題点を専門家、C/P が分析し、より参加型の視点を持った共有林設置

の促進が行われている。 
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第 4 章  評価結果 

 

4-1 5 項目ごとの評価 
 

評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に係る評価と結論を

以下に示す。 

 

4-1-1 妥当性 

（１）プロジェクト目標とミャンマー国政府の森林政策との整合性 

1995 年に作成された森林政策は、プロジェクト開始当初と同様、現在も有効な政策

であることから、プロジェクト目標と森林政策との整合性がある（森林政策には 6 つ

の優先事項が掲げられており、本プロジェクトはその中の次の項目と整合性がある）。

1）土壌、水、野生生物、生物多様性、環境の保全、2)燃料、家屋、食糧そしてレクリ

エーションといった住民の基礎的ニーズ、3)森林の保全と利用における住民参加、4)

国民のよりよい生活と社会経済的発展における森林の重要な役割について住民の意識

向上を図る。 

さらに、森林局は共有林令（共有林設立推進のために 1995 年に出された森林局長通

達であり、共有林造成と運営についての規定が示されている）を重要視する観点から、

共有林の設立プロセスを支援する機関となる共有林設立委員会を新たに設置し、共有

林普及を図ろうとしている。したがって、本プロジェクトの妥当性は高いと判断する。  

 

（２）村落住民のニーズとの整合性 

巡回指導チームが収集した情報によると、村落住民の共有林設立における関心事は、

30 年間の土地利用が合法化されることにある。共有林の利用目的には、アグロフォレ

ストリー、薪炭、林産物、水源保全等がある。ただし、共有林設立が住民にとっての

大のニーズであるとは限らない。優先ニーズは、村落の社会経済条件や自然条件等

によって異なる。以上からプロジェクト目標は、ある程度住民のニーズに見合ってい

ると言える。 

 

（３）我が国の対ミャンマー国援助政策との整合性 

外務省は、2003 年 5 月 30 日にスー・チー女史がミャンマー政府によって拘束され

て以降の状況に鑑み、新規案件の実施を見合わせている。但し、緊急性が高く、人道

的な案件等については、個別に慎重に吟味した上で、順次実施することとしている。

なお、これ以前の状況においては、ミャンマー国の民主化及び人権状況の改善を見守

りつつ、既往継続案件や民衆に直接裨益する基礎生活分野の案件を中心に個別に検討
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の上実施するとの協力方針があった。 

JICA の国別事業実施計画は、平成 14 年度版（2002 年）が 後のものであり、2003

年の政治情勢の影響を受ける以前に作成されたものであるが、6つの開発重点分野（経

済構造調整、農業・畜産業・水産業開発、保健・医療の改善、教育の改善、市民生活

の確保、グローバルイシュー）を掲げ、グルーバルイシューの中で自然資源の保全を

重視している。 

我が国の援助方針は、ミャンマー国の政治情勢に左右されるため、現時点で整合性

の有無の判断することは難しい。 

 

妥当性についての結論： 以上述べた観点から本プロジェクトの妥当性は、ある程度

あると判断する。 

 

4-1-2 有効性 

本プロジェクトにより、共有林設立に関する普及計画や数種類のガイドラインが作

成されている。そして、この普及計画とガイドラインは、研修教材や普及活動におけ

る材料として利用されている。また、対象となった森林局のディストリクト事務所職

員やタウンシップ事務所職員は、参加型普及システムや参加型普及手法に関する研修

を受講し、共有林設立に関わる技能や知識を身に付けつつある。そして、森林局タウ

ンシップ事務所の普及員は、参加型森林管理に係る実践的技能や経験を身に付けつつ

ある。一般論としては、森林局タウンシップ事務所の参加型森林管理を振興する実践

的能力が改善しつつあると判断できる。 

以上から、プロジェクト目標である「乾燥地の全森林局タウンシップ事務所が、共

有林令(CFI)に基づく参加型森林管理を促進する能力を有している。」が、本プロジェ

クトの終了時に達成する可能性があると判断する。ただし、タウンシップ職員が身に

つけた実践的能力を適切かつ可能な方法で評価するには、PDM に示されているプロジ

ェクト目標の指標を見直す必要があると考える。 

 

有効性の結論： 本プロジェクトの有効性が確保される可能性はある。ただし、有効

性を適切に評価するためには、指標の見直しが必要である。 

 

4-1-3 効率性 

（１）日本側及びミャンマー側の投入 

日本国側及びミャンマー国側の投入については、既述のとおりである。 

 

（２）投入の適切さについて（投入の量、質及びタイミング） 

日本側での投入である、日本人専門家の配置、カウンターパートの日本での研修、
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機材供与及び CFDTC サブセンターの建設、日本側現地業務費負担に関しては、カウン

ターパート及び日本人専門家の質問票への回答結果から判断して、その量、質、タイ

ミングがほぼ適切であったと言える。 

ミャンマー側の投入であるカウンターパートの配置、土地及び建物の提供、予算の

支出についても同様に、質問票への回答結果では、その量、質、タイミングがほぼ適

切であったと言える。しかしながら、研修を受講したカウンターパートの人事異動、

普及員の活動旅費の支給といった問題も存在する。 

 

（３）プロジェクト管理 

合同調整委員会の会議や月例会議は、プロジェクト活動について議論するため定期

的に開催されている。しかしながら、計画されたプロジェクト活動の達成度等から判

断して、プロジェクト活動について、関係者間において必ずしも十分なコンセンサス

が図られていないと判断される。 

 

（４）普及活動の活性化 

普及員が参加型森林管理の普及を実践する上で、各種の制約要因がある。その主た

るものを以下に示す。 

• 普及員は、普及業務以外にも多くの業務を抱えているので、森林局タウンシップ

事務所の所長が普及活動を行うよう指示する必要がある。 

• 管理者用研修コースを受講した多くの職員が、人事異動により、乾燥地の外に勤

務地が移動している。森林局の人事制度として人事異動は避けされないことであ

るが、その人事異動があまりに頻繁な場合には、本プロジェクトの効率性を低下

させる恐れがある。 

• 普及活動に対する予算支出が極めて限られている。特に、普及員が村落に出向き

普及活動を行う際に必要となる交通費等の予算が限られている。 

• 定期の普及活動報告書を作成している森林局タウンシップ事務所の職員は極め

て少ない。 

 

これらの制約要因は、本プロジェクトの効率性を低下させていると考えられる。 

 

（５）巡回指導チームによる普及活動支援 

巡回指導チームは既に対象全タウンシップ事務所（54 地区のタウンシップ）を訪問

し、普及活動支援を実施している。プロジェクトの対象範囲が極めて広いことから（乾

燥地の面積 8.7km2、九州の約 2 倍の面積）、巡回指導を効率的かつ効果的に行う方法

をカウンターパートと専門家との間で現在検討している。 
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（６）研修コースと巡回指導チームの活動とのリンケージ 

巡回指導チームは普及支援活動や普及活動のモニタリングを通じて情報を収集して

いる。収集した情報を分析検討することを通じて研修プログラムを改善することが可

能である。そうすることにより今後、森林局職員の能力開発の効率性と有効性の向上

が図られることにつながる。 

 

（７）「参加型森林管理」の概念 

カウンターパートと日本人専門家に対する質問票への回答によれば、参加型森林管

理という言葉をほぼ同じように理解している。参加型森林管理という言葉は、本プロ

ジェクトのキーとなる概念であるので、関係者が同じ理解を持っていることは望まし

い状況である。 

  

効率性に関する結論： プロジェクト活動を行うために適切な投入が、ミャンマー側

及び日本側によって行われており、効率性はある程度高い。こ

のことは、アウトプットの達成度を高めることに資する。プロ

ジェクト管理と普及活動を活性化すること等を通じて、本プロ

ジェクトの効率性をより高めることができると考えられる。 

 

4-1-4 インパクト 

（１）上位目標達成の見込み 

上位目標の達成度を測るには、時期尚早である。ただし、乾燥地の森林局職員が研

修コースを受講することで参加型森林管理を振興する能力を身につけつつあると言え

る。これまでに、管理者向け研修コースが 7 回実施され、その受講者数は、森林局デ

ィストリクト事務所職員と森林局タウンシップ事務所職員を合わせて 68 名である。普

及員向け研修コースも 7 回実施され、森林局タウンシップ事務所職員 118 名が受講し

た。共有林設立に関する普及計画とガイドラインが作成されたほか、森林局職員は参

加型アプローチによる住民の自発的参加を促進している。これらの事実から本プロジ

ェクトは上位目標達成に向けて着実に進みつつあると言える。 

 

（２）通常の研修コースへのインパクト 

1）CFDTC で実施されている通常の研修コースのうち、森林局ディストリクトオフィサ

ーとタウンシップオフィサーの昇任研修コースに、共有林令に関する科目が取り入

れられた事。そこには、本プロジェクトの事例も含まれている。 

2）共有林業開発研修コースの一部内容の修正が、本プロジェクトの研修活動の経験を

取り入れて、行われた事。 

3）視聴覚教材やグループ作業など本プロジェクトで取り入れた手法が、通常の研修コ
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ースにも取り入れられた事。 

 

（３）共有林設立が隣村に与えた影響 

本プロジェクトにより共有林設立が図られ、良好に進捗している事実を隣村の住民

が知って、その村でも共有林設立を希望するといった事例がある。  

 

（４）その他 

これまでに 5 つのタウンシップの７カ村で共有林の承認が得られている。村によっ

ては、今年から植樹が始まった。設立した共有林において植樹し、そこから薪炭、材

木、水源保全、アグロフォレストリーからの生産物などの便益を得るには、数年必要

と考えられる。（新規の植樹から便益を得るには数年必要である。） 

ただし、共有林によっては、すでにある程度の森林があるところに植樹する場合も

あるので、その場合には、合法的に既存の木を利用できるという便益はすぐに発生す

る。 

 

その他、一般論としては、共有林設立に伴い予期しない負の影響が発生する可能性

はある。現在までの所、具体的事例は報告されていないが、プロジェクト実施におい

ては常に適切な配慮を払うことが必要である。（なお、巡回指導チームではできるだ

け、負の影響が発生しないよう、共有林設立のプロセスに住民が十分参加し、その意

思が反映されているかどうかについて、指導してきている。） 

 

インパクトの結論： 上位目標の達成度を測ることは現時点では時期尚早である。た

だし、既述のとおり、いくつかのインパクトは発現している。一

般論としては、共有林設立に伴い予期しない負の影響が発生する

可能性はある。 

 

4-1-5 自立発展性 

（１）制度的・組織的自立発展性 

森林局職員、特にディストリクトオフィサーやタウンシップオフィサーの定期人事

異動が発生している。研修コースの受講や共有林普及活動経験により技能と知識を身

につけたこれらの職員は、参加型森林管理の振興を管理する重要な職員である。人事

異動の頻度が多すぎる場合には、制度的自立発展性が低下する。 

一方、中央レベルにおける共有林設立のための委員会(CCF)の運営委員会が設置され

た。CCF 運営委員会の目的は、共有林設立活動に対し支援や助言を与えることと、デ

ィストリクト段階やタウンシップ段階での普及活動進捗状況に関する 新情報並びに

設立された共有林の管理状況を定期的に交換することにある。このような組織設置は、
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共有林の普及及び管理をより効果的なものにすると考えられる。 

 

（２）財政的自立発展性 

一般的に言って、ミャンマー政府の財政状況は厳しい。ただし、本プロジェクトで

開始した研修事業や普及活動をプロジェクト終了後に、ミャンマー政府予算による通

常業務化する必要がある。以前に実施した JICA 技術協力で設けられた研修事業が通常

の研修事業として、ミャンマー国政府の予算で実施されている事例があることから、

本プロジェクトで設けた研修コースについても、通常の研修コースに組み込まれ、そ

のための予算支出を行う財政負担能力は、ミャンマー政府にあると判断する。 

ただし、普及活動に対する予算についてみると、現状では森林局タウンシップ事務

所のための共有林設立に係る普及活動に対する予算支出は極めて限られている。4.1.3 

(4)に示したように、普及活動の活性化に対する主たる制約要因の一つは、交通費が限

られていることにある。共有林設立のための普及活動に対する、財政的自立性のある

予算増加あるいは他の代替案の考慮が必要であると考える。 

 

（３）技術的自立発展性 

カウンターパート及び研修受講者はより高い技能と知識を身につけている。これら

の人材が現在の職務に継続的に従事するならば、技術的自立発展性は高いと言える。 

なお、これまで CFDTC で実施されていた管理者向け研修コースと普及員向け研修コー

スが、2004 年 8 月以降、CFDTC サブセンターで実施される予定となっている。研修コ

ースの講師としての職務に就いているカウンターパートは、徐々に交替する予定であ

る。CFDTC サブセンターに勤務しているカウンターパートが、今後、講師としての役

割を担う予定になっている。サブセンターのカウンターパートは、これまで主として

巡回指導チームのメンバーーとして活動していたため、講師としての能力・経験が不

足している。そのため、これらのカウンターパートに対する技術移転が CFDTC の講師

により実施される予定となっている。十分な技術移転・能力開発が図られれば、技術

的自立発展性が確保されるものと考えられる。 

 

自立発展性の結論： 人事異動、共有林設立のための委員会、研修、適切な予算支出

を伴う普及活動に対する適切な処置が実施されることで、本プロ

ジェクトの自立発展性が確保される可能性が高くなる。 
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4-2 結論 
 

本プロジェクトは、ミャンマー国政府の政策に合致し、村落住民のニーズにある程度

合致する。プロジェクト目標やアウトプットは、今後のプロジェクト活動を適切に進め

ることで、プロジェクト終了時までにその目標を達成する見込みがあり、本プロジェク

トの有効性が確保される可能性はある。効率性については、両国側の投入はほぼ適切に

実施されており、プロジェクト管理の改善と普及活動の活性化等を図ることで、効率性

を高めることができると見込まれる。インパクトについては、既存の研修コース内容の

改善等のいくつかの良いインパクトが発現している。ただし本プロジェクトの自立発展

性を確保するには、いくつかの課題がある。今後、それらの課題に適切に対処すること

で自立発展性を確保することはある程度可能と考えられる。 

 

残り２年半のプロジェクト期間、ミャンマー側カウンターパートと日本人専門家は次

に示す提言を考慮しつつ、スムーズなプロジェクト運営と管理・モニタリングのために

努力を継続する必要がある。 
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第 5 章  提言 

 
（１）普及員の活性化 

プロジェクトの自立発展性を考える際、プロジェクトの終了時には、各タウンシッ

プ事務所の普及員が共有林設置に関する十分な知識と技能を有し、積極的に活動して

いく状態になっていることがプロジェクトの成功にとって必須の条件である。そのた

めに今後、以下の対応策が取られることが必要である。 

1）ディストリクト、タウンシップ各事務所の普及員が他の業務に忙殺されることなく、

普及活動に専念できるような環境を整えること。 

2）研修を受講した普及員の人事異動の 小限化、プロジェクトエリア内の異動の推進、

及び交代要員に対する速やかな研修の実施を行うこと。 

3）普及員の活動費用（交通費など）を森林局が支出する適切な制度を作ること。 

4）普及員の活動報告が適正な頻度と内容で報告される等、共有林設置活動のモニタリ

ングシステムを構築すること。 

 

（２）これまでの巡回指導活動の評価と今後の活動方針の検討 

巡回指導チームの活動から得られた経験や教訓に基づき、今後の巡回指導チームが

より効果が得られるよう、実施方針を改善すること。特にプロジェクト対象地域が広

範囲であることを考慮し、メリハリのある巡回指導活動の実施を検討すること。 

 

（３）研修事業の見直し 

 研修事業は現場での巡回指導活動と並ぶ本プロジェクトの要であり、研修と巡回指

導、及び実際の普及活動が一体となって、共有林設置活動が行われなければならない。

そのため、今後の研修事業については以下の措置が取られることが必要である。 

1）今年度から予定されている研修事業のサブセンターへの移行に当たっては、サブセ

ンター研修講師の能力開発、本センターからの支援、管理部門の強化等、十分な研

修実施体制を構築すること。 

2）普及活動のモニタリングや巡回指導から得られる情報が研修内容の見直しにフィー

ドバックされるシステムを構築すること 

3）普及員の活性化の項で述べたように、普及員等プロジェクト関係者が異動等により

変わった際には、速やかに共有林研修を実施すること 

 

（４）乾燥地緑化局との協調 

 プロジェクト対象地における共有林設置活動の推進には乾燥地緑化局も重要な役割

を果たしている。今後、ミャンマー国政府の側で、ディストリクト、タウンシップの
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各レベルにおいて早急に共有林委員会（CCF）が設置される必要があるとともに、乾燥

地緑化局のプロジェクトに対する積極的な関与が求められる。 

 

（５）参加型森林管理の定義 

 共有林設置活動の根本的理念である参加型森林管理に関して、関係者の間でその意

味するところを共有しておく必要がある。本プロジェクトにおける参加型森林管理の

概念を以下のとおり提案した。 

1）ユーザーズ・グループの設立において、参加の意思を有する住民が他者の意見に関

し、自由及び平等に議論することができる。 

2）管理計画の作成期間においては、共有林に対する彼らの要望を述べることができ、

可能な限り管理計画にその要望が反映されることができる。 

3）共有林設置後は、管理計画の範囲内で平等な権利と責任を持った住民の意思によっ

て共有林の管理が行われる。 

 

（６）住民の収入向上活動への支援 

村落住民にとっては、共有林設立が必ずしも住民の 優先のニーズであるとは限ら

ない。共有林設置を推進するために、住民のニーズを満たす所得向上のための支援が、

大きな効果をもたらす場合も考えられるので、今後、本プロジェクトの実施において

は、住民の主体性と自立発展性に留意しつつ、収入向上のための活動への支援も、プ

ロジェクト活動の選択肢として検討すべきである。 

 

（７）社会的インパクトへの配慮 

共有林の設置は、住民のイニシアティブに基づき行われるとはいえ、地域住民間の

関係によっては軋轢が生じる可能性もある。したがって、共有林が設立された地区あ

るいは設立途上にある地区を対象に正負のインパクトを調べる調査を実施することを

提言する。 

 

（８）計画・モニタリング方法の改善 

関係者全員の共通理解を図った上で、計画・モニタリング方法を更に改善する必要

がある。 

 

（９）PDM と活動計画の見直し 

上述した提言に基づき、ミャンマー側と日本側が今後の活動について議論し、PDM

と活動計画の見直しを 2004 年 10 月を目処に行うこと。 

 



 

 

 

 

 

 

別添資料： 

 

１．調査日程 

２．主要面談者 

３．ミニッツ 

４．質問表（和・英） 

５．評価グリッドに基づくデータ収集・分析結果 

６．収集資料リスト 

 

 



 

中間評価調査日程 

 

 

 

 

 

別添資料：１ 

評価分析

6月28日 （月） 18:45ﾔﾝｺﾞﾝ着(TG305)

6月29日 （火） 先行調査の打合せ

6月30日 （水）
評価グリッドに記載した資料の入手（統計資料、各
種レポート等）と情報の整理

7月1日 （木） ｸｴｯｼｮﾈｱ回答の回収、回答結果の集計と分析

7月2日 （金） 不足情報の入手のための追加インタビュー

7月3日 （土） 資料整理

7月4日 （日） 資料整理

7月5日 （月）

7月6日 （火）

7月7日 （水）

7月8日 （木）

7月9日 （金）

7月10日 （土）

7月11日 （日）

7月12日 （月）

7月13日 （火）

7月14日 （水）

7月16日 （金）

9:30　 ミャンマー側評価団との評価レポート最終案打合せ
14:00　日本側専門家との評価レポート最終案打合せ

団長／総括、普及手法、計画管理

18:45ヤンゴン着（TG305）

9:00　 JICA事務所打合せ
11:00　日本大使館表敬
14:00　ミャンマー側評価委員との打合せ
14:30　森林局局長表敬

9:00　 プロジェクト専門家との協議（プロジェクトマネージメントに係る評価、実績の再確認）

10:00　CFDTC視察、C/Pへのインタビュー

10:00　ミャンマー側関係者インタビュー
16:00　JICA事務所打ち合わせ

6:45   ヤンゴン-8：10バガン（6T401）
9:00　 「中央乾燥地植林計画」共有林（Nyaung-Uタウンシップ）視察
14:30　Salinタウンシップ Sannkalay村共有林視察及び普及員、ユーザー・グループインタビュー

7月15日 （木）

7:30　 成田着（TG642)

19:50　ヤンゴン発（TG306）

10:00　第4回合同調整委員会の開催（プロジェクト進捗状況報告、合同評価レポートの説明等）、
15:00　合同評価レポート最終案の修正
19:00　合同評価レポートに関するミニッツ署名

11:00　日本大使館報告

9:00   JIFPRO Wakingryi共有林計画視察
11:00  Meiktiaタウンシップ森林局訪問、タウンシップオフィサー、普及員へのインタビュー
17:00  CFDTCサブセンター視察、C/Pへのインタビュー

8:30   マンダレー-9:55ヤンゴン（6T332）、評価報告書作成に関する団内打合せ

8:30   評価レポートに関する日本側専門家との打合せ
9:00   ミャンマー側評価委員との打合せ
午後　 評価レポート案作成



 

主要面談者 

 

在ミャンマー日本大使館 

佐藤二等書記官 

 

JICA ミャンマー事務所 

佐々木所長 

山下次長 

田島企画調査員 

 

乾燥地共有林普及計画専門家 

榎森チーフアドバイザー 

井芹業務調整員 

佐藤（隆）専門家（研修・訓練） 

山内専門家（共有林普及） 

濱田専門家（研修・訓練） 

 

ミャンマー側評価団員 

U Saw Eh Dah（団長：林業省森林局研修・研究開発部部長） 

U Myint Aung（団員：中央林業開発訓練センター(CFDTC)校長） 

U Win Hlaing（中央林業開発訓練センター(CFDTC)副校長） 

    

森林局関係者 

U Soe Win Hlaing（林業省森林局局長） 

U Thaun Nyunt（Magway 管区、Minbu 郡、Salin タウンシップオフィサー） 

U Win Zaw（Magway 管区、Minbu 郡、Salin タウンシップ普及員） 

U Aung Kyaw（Mandalay 管区、Meiktila 郡、Meikitila タウンシップオフィサー） 

U Thein Win（Mandalay 管区、Meiktila 郡、Meikitila タウンシップオフィサー） 

 

その他 

プロジェクト C/P（CFDTC 及び CFDTC サブセンター） 

合同調整委員会委員 

 

別添資料：２ 
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日本人専門家向け質問票 

(ミャンマー乾燥地共有林研修・普及計画（中間評価）) 
 

 

 

 

 

 

 

 
回答者氏名:                                          
指導分野:  (  )  チーフアドバイザー  
 (  )  業務調整 
 (  )  研修・訓練 
 (  )  共有林普及 
 
A. 妥当性 （本プロジェクトの上位目標やプロジェクト目標が、ミャンマー国の国策やニーズに

照らしてみて、現時点においても目標として意味をもつかどうか） 

 
A1. 本プロジェクトの上位目標の重要性について、どのような意見をお持ちですか。  
上位目標＝「自発的な参加の下、住民が共有林からの便益を享受するため、森林局が共有林令

（CFI）に基づく参加型森林管理を促進している。」 
(   ) 今後さらに重要になる。 
(   ) 現在と同様に重要性は変わらない。 
(   ) 今後重要性は低下する。 

   理由/コメント： 
 
 
A2. プロジェクト目標「乾燥地の全森林局タウンシップ事務所が、共有林令(CFI)に基づく参加

型森林管理を促進する能力を有している。」は、住民のニーズに沿っていますか。（参加型の森林

管理が継続するインセンティブ・便益が十分ありますか。） 
(   ) おおいに住民のニーズに沿っている。 
(   ) ある程度、住民のニーズに沿っている。 
(   ) あまり住民のニーズに沿っているとは思わない。 
理由/コメント： 

 
 

（以下の質問事項は、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）を整理す

ることを目的に実施するものです。専門家の方に対する質問を以下のとおり用意しました。ご多忙

の所と存じますが、ご回答のほどよろしくお願いします。 
 
なお、本質問事項のうち、担当外の事項で回答が不可能な、あるいは回答困難な設問に関しては回

答欄を空欄とし、回答可能な項目のみ回答下さい。（担当分野以外については特にご意見がおありの

場合にコメントをお書きいただき、特に無ければ「わからない」あるいは、ノーコメントとしてい

ただければ結構です。 

別添資料：４ 
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A3. 本プロジェクトのターゲットグループの一つは、乾燥地の住民となっています。本プロジェ

クトで対象としているターゲットグループの規模（共有林設定目標数、共有林設定目標面積、参

加戸数（あるいは人口）等）は、乾燥地において保全・管理が必要な森林面積や関係する戸数（人

口）と比較して、適切な規模となっていますか。 
(   ) はい、大変適切な規模である。 
(   ) ある程度、適切な規模である。 
(   ) あまり適切とは思わない（ターゲットの規模が大きすぎる、あるいは小さすぎる）。 

理由/コメント： 
 
 
A4. 参加型森林管理とは、本プロジェクトでどのように定義されていますか？ ごく簡単で結構

ですので、その意味するところを教えてください（以下に記述願います）。 
参加型森林管理とは：  

 
 
B. 有効性（プロジェクト目標が、プロジェクト終了時までに達成される見通しはあるか。「成果

（アウトプット）」は「プロジェクト目標」達成のためにどの程度貢献するか） 

 
B1. プロジェクト目標「乾燥地の全森林局タウンシップ事務所が、共有林令(CFI)に基づく参加型

森林管理を促進する能力を有している。」は、プロジェクト終了時までに達成できる見込みはあり

ますか。 
(   )  本プロジェクト期間終了までに、確実に達成できるであろう。 
(   )  本プロジェクト期間終了までに、ある程度達成できるであろう。 
(   )  本プロジェクト期間終了までには、達成できないであろう。 

理由/コメント： 
 
 
B2.プロジェクトの達成度の見込みに関する以下の事項についてどのように思われるか教えてく

ださい。  
B2-1. 指標 1)「乾燥地のタウンシップの 50%以上において共有林が形成される。」が、プロジェ

クト終了時までに達成される見込みはありますか。 
(   )  本プロジェクト終了までに、目標値以上の達成が可能であろう。 
(   )  本プロジェクト終了までに、ほぼ目標値が達成するであろう。 
(   )  本プロジェクト終了時点では、目標値をかなり下回るであろう。 

理由/コメント： 
 
 
B2-2. 指標 2)「中央林業開発センターでの共有林普及研修に参加した普及員の 90%が、研修修了
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後 1 年後でも普及活動を行っている。」の達成度について。プロジェクト終了時に、この状

況が達成される見込みはありますか。 
(   )  確実に達成できるであろう。 
(   )  ほぼ達成できるであろう。 
(   )  達成できる見込みは少ない。 

理由/コメント： 
 
 
B3. プロジェクト目標、成果（アウトプット）、活動の設定およびその指標の設定は、適切ですか。

適切でないものがあれば、それについて記述願います。 
コメント： 
 
B4. プロジェクト目標達成のために、必要（あるいは極めて有効）と思われる活動で、現在の活

動計画に含まれていないものがあれば、それを記述願います。 
(1)プロジェクト活動の中で追加取組が可能と思われる事柄。 
 
(2)プロジェクトの中ではどうしようもないが、関係者には取り組んでもらいたいと思われる事柄。 
 
 
B5. プロジェクト目標を達成する上で、良い影響を及ぼしつつある貢献要因、あるいは悪影響を

及ぼしている阻害要因がありましたら以下に記述願います。 
貢献要因： 

1) 
2) 

阻害要因： 
1)  
2)  

 
C. 効率性（投入/活動内容が、どれくらい成果（アウトプット）に結びついたか）について 

成果の達成状況  
 
成果 1 に関連する質問： 
「共有林令（CFI）に基づいた参加型森林管理の普及計画が策定される。」（指標は、「第２年次終

了時までに普及計画が森林局により承認される。」） 
 
C1. すでに、普及計画が、第３回合同調整委員会（JCCM3）で承認されたことで、すでに達成

されていると判断されます。その普及計画の内容の適切さについては、どのように評価されます

か。 
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(   )  大変適切である。 
(   )  ある程度適切である。 
(   )  あまり適切でない。 

理由/コメント： 
 
 
改善必要な事項（もしあれば）：  
 
 
成果 2 に関連する質問： 
「研修を通じ普及担当職員が参加型森林管理の重要性を認識し、普及に必要な知識、手法を身に

つける。」（指標は、1）適切な資質を持つ研修講師が必要数、配置される。2) 全ての研修受講者

が CFDTC における研修コース終了時に実施されるテストに合格する。3) 第１年次終了時までに、

共有林普及マニュアルが作成される。4) 2003 年末までに、講師育成研修に参加した C/P が独力

で、本プロジェクトの研修計画を作成できるようになる。」）。 
 
C2-1 現在、研修講師は、必要人数配置されていますか。 
（必要な研修講師の人数は、何名ですか； （  ）名） 

(   ) 十分な人数の研修講師が配置されている。 
(   ) まだ不十分な人数の研修講師しか配置されていない。 
(   ) その他：  

理由/コメント： 
 
 
C2-2 研修講師の研修実施能力は十分ありますか。 

(   ) 十分な能力を有する。 
(   ) ある程度の能力を有する。 
(   ) まだ不十分である（まだまだ能力向上が必要） 
（現時点で、必要な能力を持つ研修講師の人数； （ ）名、まだ能力が不十分な研修講師の人

数； （ ）名。） 
理由/コメント： 
 
 
C2-3 研修を受講したタウンシップの普及担当職員や管理者は、参加型森林管理の重要性を理解

していますか。  
 (   )  良く理解している。 

(   )  ある程度理解している。 
 (   )  まだ、十分理解していない。 
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理由/コメント： 
 
 
C2-4  研修を受講したタウンシップの普及担当職員は、参加型森林管理を普及するに必要な技能

や知識を身につけましたか。 
 (   )  研修により期待以上の高い能力レベルに達した。 

(   )  期待どおりの能力レベルに達した（あるいは、する見込みである） 
 (   )  それほど期待した能力レベルには、達していない。 
理由/コメント： 
 
 
成果 3 に関連する質問 
「普及担当職員への研修の一環として、乾燥地の村落において参加型森林管理の普及活動が実践

される。」指標は、1)第１年次終了時までに、住民向けの共有林マニュアルが作成される。2) 研
修受講生の 80%以上が、普及活動実践に従事する。（CFDTC での研修後 6 ヵ月の時点で） 
 
c3 研修を受講し、そして巡回指導を受けて、普及活動を実践しつつあるタウンシップの普及担

当職員は、参加型森林管理の普及を実践するに必要な能力は身につけましたか。 
 (   )  高い能力レベルを身につけた。 

(   )  ある程度の能力レベルに達した。 
 (   )  それほど期待した能力レベルには、達していない。 
理由/コメント： 
 
 
C4. 本プロジェクトの投入と効率性  

C4-a. 日本側の投入の適切さについて  
日本人専門家の派遣の適切さについて  
 
a. 長期専門家 

 大変適切 適切 適切でない 
人数    
専門分野    
派遣時期（タイミング）    
派遣期間    
技術力    
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力    

 
 
 
 



－6－ 

b. 短期専門家 
 大変適切 適切 適切でない 
人数    
専門分野    
派遣時期（タイミング）    
派遣期間    
技術力    
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力    

理由/コメント： 
 
c. 機材の供与 

 大変適切 適切 適切でない 
機材の種類    
仕様    
数量    
供与時期（ﾀｲﾐﾝｸﾞ）    

理由/コメント： 
 
 
d. カウンターパートの日本での研修 

 大変適切 適切 適切でない 
人数    
研修受入時期    
研修期間    
研修内容    

理由/コメント： 
 
 

C4-b. ミャンマー側の本プロジェクトに対する投入は適切であったか。 
  大変適切 適切 適切でない 

規模    土地、建物、施設等 
利便性    
人数    
能力    

カウンターパート 

英語力    
人数    管理・支援スタッフ 
能力    
金額    予算支出 
ﾀｲﾐﾝｸﾞ    

理由/コメント：（不足している場合、何が不足しているか具体的に記述願います） 
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C4-c. 森林局上層部の本プロジェクトに対する認識、協力の度合いはどうですか。 
 (   )  高い理解や協力が得られている。 

(   )  ある程度の理解や協力が得られている。 
 (   )  まだ不十分な理解や協力しか得られていない。 
理由/コメント： 
 
 
C4-d 合同調整委員会は機能していますか。 
 (   )  有効に機能している。 

(   )  ある程度、役に立っている。 
 (   )  あまり役に立っていない。 
理由/コメント： 
 
 
C4-e カウンターパートの内、何割くらいが意欲的に本プロジェクトに参加していますか。何割

くらいのカウンターパートが、業務命令で仕方なく仕事をしているという意識で働いていますか。 
 意欲的な C/P:  約  割 
 意欲の少ない C/P: 約  割 
 
 
C4-f 本プロジェクト終了後も、カウンターパートは森林局での勤務を継続する見込みはありま

すか、それとも森林局の他の部署への移動や退職する可能性はありますか。ご存じの範囲で記述

願います。 
コメント： 
 
 
C4-g 普及活動等への住民の参加状況等から判断して、住民からの本プロジェクトに対する理解

や協力が十分得られていますか。 
 (   )  高い理解や協力が得られている。 

(   )  ある程度の理解や協力が得られている。 
 (   )  まだ不十分な理解や協力しか得られていない。 
理由/コメント： 
 
 
C5. プロジェクトの効率性、特に投入や活動を行う際に、良い影響を及ぼした貢献要因、あるい

は悪影響を及ぼした阻害要因がありましたら以下に記述願います。 
貢献要因： 

1)  
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2)  
阻害要因： 

1)  
2)  

 
D. インパクト（プロジェクトを実施した結果、どのような正負の変化が直接的、間接的に現れた

か、あるいは現れる見込みがあるか） 
 
D1. 本プロジェクトの上位目標「自発的な参加の下、住民が共有林からの便益を享受するため、

森林局が共有林令（CFI）に基づく参加型森林管理を促進している。」が達成される見通しに

ついて。 
(   )  2011 年時点において、確実に達成されるであろう。 
(   )  2011 年時点における、ある程度達成されるであろう。 
(   )  不確定要因があり、見通すことが難しい。（可能であれば、どのような不確定要因があ

るのか理由欄に記入願います。）  
理由/コメント： 
 
 
D2. 住民参加による共有林の継続的管理には、それが確実に確保される仕組み作りと、住民にと

ってのインセンティブの継続が必要と考えます。本プロジェクト実施により、その仕組みが

構築されることになりますか。 
 (   )  確実な仕組みができる。 

(   )  ある程度の仕組みができる。（あるいはできる見込みである） 
 (   )  本プロジジェクトの活動内容だけでは、難しい。 
理由/コメント： 
 
 
D3. 住民にとっては、共有林から得られる林産物の利用が便益となりますが、林産物の利用だけ

で、共有林の持続的管理が可能でしょうか。住民のニーズに沿ったインセンティブを含めた

総合的なアプローチを取る必要性があるとの指摘も見られますが、どう考えますか。 
 (   )  可能である。 

(   )  ある程度可能である。 
 (   )  林産物からの便益だけでは、かなり難しい。 
理由/コメント： 
 
 
D4. 森林局タウンシップ事務所の共有林普及に対する取組姿勢・意欲は、どうですか。 
 (   )  かなり意欲的。 
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(   )  ある程度、意欲的。 
 (   )  あまり意欲的でない。 
理由/コメント： 
 
 
D5. 住民の本プロジェクトへの参加度、あるいは共有林の設定への参加の程度は、どうですか。 
 (   )  参加度は、かなり高い。 

(   )  ある程度の参加度。 
 (   )  参加度は、低い。 
理由/コメント： 
 
 
D6. 本プロジェクトが関わっている地域の住民と森林局職員（特に普及担当職員）との関係は良

好ですか。 
 (   )  かなり良い関係である（あるいは、かなり改善した）。 

(   )  ほどほどの関係（良くも悪くもない）。 
 (   )  関係は、まだまだ良くない。 
理由/コメント： 
 
 
D7. 本プロジェクト実施による波及効果として、本プロジェクトの対象地域外に参加型森林管理

が行われるようになった事例はありますか。もしあれば、その事例（場所、規模）について簡単

に記述願います。 
事例：  
 
 
D8. その他の波及効果（良い影響あるいは悪い影響を与えた事例）がありますか。ありましたら、

以下に記述願います。 
事例： 
 
 
E. 自立発展性 
E-1. 森林局には、参加型森林管理を促進するに十分な運営管理能力（組織の機能、職員配置、マ

ネージメント能力など）は備わっていますか。 
 (   ) 十分備わっている。 
 (   ) ある程度備わっている。 
 (   ) まだまだ不十分。 
理由/コメント： 
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E-2. プロジェクト終了後、森林局が経常業務として共有林設定を継続するに必要な体制・予算が

明確になっていますか。 
(   ) 十分明確になっている。 
(   ) ある程度明確になっている。 
(   ) まだ明確になっていない。 
理由/コメント： 

 
 
E3. プロジェクト終了後、森林局が参加型森林管理に対する必要な予算を確保する見込みはあり

ますか。 
(   ) おおいに見込みあり。 
(   ) ある程度見込みあり。 
(   ) あまり見込みはない。 

理由/コメント： 
 
 
E4. 本プロジェクトによって調達された機材は、適切に維持管理されていますか。 
  (  ) 十分適切である。 
  (  ) ある程度適切である。 
  (  ) あまり適切でない。 
理由/コメント： 
 
 
E5. 持続的な共有林の管理を目指す上で、特に配慮すべき事項（例えば、ジェンダー配慮・社会

的配慮など）がありましたら記述願います。 
コメント： 
 
 
 
F. その他 
F-1. 残りのプロジェクト期間の活動をより適切なものにするために改善・解決すべき事項があり

ましたら、ご意見を記述願います。 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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Questionnaire to the Counterpart Personnel 
(Community Forestry Training and Extension Project in Dry Zone) 

 

Name:                                          

Post in Forest Department:                                                  

Field for the Project:  (  )  Project Management  

 (  )  Extension Plan 

 (  )  Training 

 (  )  Community Forest Extension 

 (  )  Others;                     

 

Please answer to questions following questions. Most of questions are related with Project Design 

Matrix (PDM) for the Project. So please refer attached PDM when necessary. 

 

A. Relevance of the Project (Is the Overall Goal and the Project purpose conform to the National 

Development Plan and needs of Myanmar?) 

 

A1. What is your opinion on the importance of the Overall Goal of the Project (The Overall Goal is 

“Forest Department (FD) promotes participatory forest management in Dry Zone based on the 

Community Forestry Instructions (CFI) so that people with spontaneous participation are able to 

enjoy benefit from the Community Forests.”)?    

(   ) Will become more important in the future. 

(   ) Will remain as important as now. 

(   ) Will be less important in the future. 

   Reasons/comments; 

 

 

A2. Do you think the Project Purpose, i.e. “All FD Township Offices in Dry Zone acquire practical 

capacity to promote participatory forest management based on the CFI.” meets needs of local 

residents living in Dry Zone? (Is there enough incentive or benefit for local residents that they can 

continue the participatory forest management? ) 

(   ) Yes, meets very much. 

(   ) Meets to some extent. 

(   ) Does not meet so much. 

Reasons/comments: 

 

 

A3. One of the target groups of the Project is local residents in Dry Zone. Do you think the size of 

target group (target number of community forest to be established, target area for community forest, 

target number of local residents to be involved, etc.) is appropriate compared with the forest area 
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necessary to protect and manage, and number of local residents in Dry Zone.  

(   ) Yes, very appropriate. 

(   ) Appropriate to some extent. 

(   ) Does not meet so much. (Size of a target is too big or is too small) 

Reasons/comments: 

 

 

A4. What is the definition or concept of “Participatory Forest Management”? Please describe its 

definition briefly.  

Participatory Forest Management is;   

 

 

B. Effectiveness of the Project. (Is the Project Purpose likely to be achieved till the end of the 

Project period? How far the outputs of the Project contribute to achieve the Project Purpose?) 

 

B1. How do you prospect the achievement of the Project Purpose, i.e. “All FD Township Offices in 

Dry Zone acquire practical capacity to promote participatory forest management based on the CFI.”? 

(   ) I am confident that it will be achieved during the Project period. 

(   ) It may be achieved during the Project period , but I am not sure. 

  (   ) It is difficult to be achieved by the end of Project period. 

Comments/Reasons; 

 

 

B2. What is your prospect on the degree of the achievement of the Project?  Please write by each 

objectively verifiable indicator for Project Purpose in the PDM (Project Design Matrix)). 

 

B2-1. Will the indicator 1 for the Project Purpose, i.e. “Community Forests are established in more 

than 50% of townships in Dry Zone.” be achieved till end of the Project period? 

 (   )  will be reached to the higher level than the target. 

(   )  will be reached to the level as targeted (as planed). 

 (   )  will be reached to very lower level. 

  Reason / Comments:  

 

 

B2-2. Will the indicator 2 for the Project Purpose, i.e. “90% of the ex-trainees are still active in CFI 

extension work 1 year after the training at CFDTC?” be achieved till end of the Project period? 

 (   )  will be achieved surely. 

(   )  will be achieved probably. 

 (   )  very difficult to be achieved. 

  Reason / Comments:  
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B3. If there are the things which are not included in the current activities of the Project, and you think 

that it is necessary to include in activities for achieving the Project Purpose, please describe it.   

Comments:  

 

 

B4. What do you think are the major factors that facilitated and/or hampered the achievement of the 

Project Purpose to date? 

Facilitating Factors: 

1) 

2) 

Hampering Factors: 

1)  

2)  

 

 

C. Efficiency of the Project. (How efficiently the inputs and the activities of the Project were utilized 

for the achievement of the Outputs of the Project?) 

C1. Outputs of the Project  

 

C1. Output 1 is “An extension plan for promotion of participatory forest management in Dry Zone 

based on the CFI is prepared”. Indicator is “An extension plan is authorized by the Forestry 

Department (by the end of the second year)”.  

 

Extension Plan had been prepared and authorized by the 3rd. Joint Coordinating Committee in 

January 2004. So it seems that this Output is achieved already. How do you evaluate on contents of 

the Extension Plan? (If you think that improvement of extension plan is necessary, please describe 

it.) 

(   ) Yes, very appropriate. 

(   ) Appropriate to some extent. 

(   ) Not appropriate. 

Comments; 

 

 

C2.  Output 2 is “Extension staff understand the importance of participatory forestry management 

and acquire necessary skill and knowledge for extension through training.” Indicator are 1) 

Adequate numbers of qualified trainers are assigned, 2) All trainees pass the achievement test 

at the end of training course at CFDTC, 3) CFI Extension manual is prepared (by the end of first 

year), 4) Counterparts who participate in staff development training are able to establish a 
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Training Plan of the Project by themselves (by the end of 2003).   

 

C2-1 Do you think number of trainers assigned at present is appropriate? 

(What is the appropriate number of trainers; (  ) persons) 

 (   )  Enough number of trainers are assigned at present. 

(   )  Number of trainers assigned is few. 

Comments; 

 

 

C2-2 How do you think that trainers have acquired enough capability to execute training courses? 

 (   )  Yes, trainers have enough capability. 

(   )  Trainers have capability to some extent. 

 (   )  Capability of trainers is not enough yet. (More capability building is necessary.) 

Comments; 

 

 

C2-3.  Do township officers and extension staff of the township offices who attended the training 

courses of the Project understand importance of participatory forest management? 

 (   )  Yes, they understand very well. 

(   )  They understand to some extent. 

 (   )  They do not understand yet. 

Comments; 

 

 

C2-4  Had extension staffs of the township offices who attended the training courses of the Project 

acquired skills and knowledge on participatory forest management? 

 (   )  Yes, they had acquired high level skills and knowledge. 

(   )  They had acquired skills and knowledge to some extent. 

 (   )  Their skills and knowledge are not reached to the level than I expected. 

Comments; 

 

 

Output 3 is “Extension of participatory forest management is practiced in villages in Dry Zone as a 

part of extension staff training”. Indicator are 1) CFI manuals for villagers are prepared (by the end of 

first year), 2) 80 percent of trainees are engaged in extension practice (6 months after each training 

course at CFDTC). 
 
C3 Did the extension staffs of the township offices, who had attended the training courses of the 

Project and supported by the support team, acquire necessary skills and knowledge for extending 

participatory forest management?   



－5－ 

(   ) They had acquired higher level of capability than I expected. 

(   ) They had acquired appropriate level of capability as I expected. 

  (   ) They had not acquired enough capability as I expected. 

Comments; 

 

 

C4. Inputs to the Project and Efficiency  

 

C4-a. Japanese Input 

 Do you think Japanese experts dispatched for the Project were appropriate? 

a. Long term experts 
 Very appropriate Appropriate Not appropriate 
Number of experts    
Field of specialty    
Timing of dispatch    
Period of dispatch    
Technical capability    
Communication ability    

Comments; 

 

b. Short term experts 
 Very appropriate Appropriate Not appropriate 
Number of experts    
Field of specialty    
Timing of dispatch    
Period of dispatch    
Technical capability    
Communication ability    

Comments; 

 

c. Provision of machinery and equipment 
 Very appropriate Appropriate Not appropriate 
Kind of equipment    
Specifications    
Quantity of equipment    
Timing of provision    

Comments; 

 

d. Training of counterpart personnel in Japan 
 Very appropriate Appropriate Not appropriate 
Number of trainee    
Timing of training    
Duration of training     
Contents of training    

Comments; (In case, you got training in Japan, please write what kind of useful knowledge obtained 

by training in Japan and matters to be improved regarding contents of training.) 
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e. Did you have good communication with your Japanese Expert and keep maintaining? 

(  ) Yes, I have very good communication. 

(  ) to some extent   

(  ) not so good 

Reasons/ Comments;  

 

C4-b. Do you think Myanmar’s inputs for this Project was appropriate? 
  Very appropriate Appropriate Not appropriate 

Quantity, 
Size 

   Land, building and 
facilities 

Quality    
No.    Counterpart personnel 

 Quality    
No.    Administrative and 

supporting staff Quality    
Amount    Budgetary allocation 
Timing    

 Comments; 

 

 

C4-c.  What is the degree of recognition this Project and cooperation to the Project by the executive 

staffs of the Forestry Department?  

(  ) Degree of recognition and cooperation is high. 

(  ) Degree of recognition and cooperation is to some extent   

(  ) Degree of recognition and cooperation is not sufficient. 

Reasons/ Comments; 

 

 

C4-d. Joint Coordinating Committee is functioning well? 

  (  ) Yes, very well. 

  (  ) to some extent. 

  (  ) not Functioning well.  

Comments;  

 

 

C4-e.  How many percent of your working time are you spending for the Project activities? 

  (  ) More than 75%. 

  (  ) Between 50% to 75%. 

  (  ) Between 25% to 50%. 

  (  ) Less than 25%.  

Comments; 
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C4-f.  Judging from the participation situation of local residents to community forest activity, 

are understanding and cooperation for this Project from local residents enough?   

  (  ) Yes, very good. 

  (  ) to some extent. 

  (  ) understanding and cooperation from local residents are not enough.  

Comments; 

 

 

C5. What do you think are the major factors that facilitated and/or hampered the Efficiency of the 

Project to date? 

Facilitating Factors: 

1)  

2)  

Hampering Factors: 

1)  

2)  

 

 

D. Impact of the Project 

D1. How much has the project had impact or will impact on you and your work? Please choose one 

appropriate answer below.  

◆ Your knowledge and technique: 

( ) Increased very much, ( ) Increased to some extent, ( ) same as before 

 

◆ Your motivation to continue to work in Forest Department:  

( ) Increased very much, ( ) Increased to some extent, ( ) same as before, ( ) reduced 

 

D2. Do you think the Overall Goal of the Project, i.e. “Forest Department (FD) promotes participatory 

forest management in Dry Zone based on the Community Forestry Instructions (CFI) so that 

people with spontaneous participation are able to enjoy benefit from the Community Forests.” 

will be achieved till 2011? 

(   ) Will be achieved by 2011 surely. 

(   ) Will achieved by 2011 to some extent. 

(   ) It is very difficult to be achieved. 

 Reasons/Comments; 

 

 

D3. One of the benefits of local residents from participating Community Forest is utilization of forestry 

products from Community Forest. But, only benefit of forest products could enable to establish 

sustainable management of Community Forest? Is there necessity to include integrated 
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approach considering needs or incentives of local residents? 

(   ) It is very possible by the benefits from forest products. 

(   ) It is possible to some extent by the benefits from forest products. 

(   ) It is very difficult only by the benefits from forest products. 

Comments:  

 

 

D4. How do you assess about attitude of the township offices of Forest Department for the activities 

on extension of Community Forest?   

(   ) very active. 

(   ) active to some extent. 

(   ) not active. 

 Reasons/Comments; 

 

 

D5. How do you assess about degree of local residents’ participation to the Project and participation 

to establish Community Forest? 

(   ) very active participation. (by local residents) 

(   ) active participation to some extent. 

(   ) not so active. 

 Reasons/Comments; 

 

D6. Is relation with local residents and staff of township offices (extension staff in particular) in the 

Project area good?  

(   ) very good (or improved very mush) 

(   ) moderate  

(   ) not so good 

 Reasons/Comments; 

 

 

D7.  Is there any example that participatory forest management had started in outside of the Project 

area (Dry Zone) as effect of influence by the Project? If there is it, please briefly describe the 

example (a place, scale).   

Example;  

 

 

D8. Is the Project producing any other positive/negative effects/impact? If yes, please describe 

below. 

 Comments; 
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E. Sustainability of the Project 

E-1. Do you think Forestry Department (FD) has enough management capability (role and 

responsibility of FD, staffs, management capacity, etc.) for promoting participatory forest 

management? 

 (   ) Yes, FD has good capability. 

 (   ) FD has capability to some extent. 

 (   ) not enough. 

 Comments/Reasons; 

 

E-2. Are system and budget, which are necessary for promoting community forest continuously as 

ordinary activity of Forest Department after the Project termination, clarified? 

 (   ) Yes, clarified well. 

 (   ) clarified to some extent. 

 (   ) not clarified yet. 

 Reasons/Comments; 

 

E3. Do you think Forestry Department can receive enough budget for promoting community forest 

after the Project termination? 

(   ) Yes, there is high possibility. 

(   ) There is possibility to some extent. 

(   ) There is little possibility. 

Reasons/Comments; 

 

E4. Equipment procured by the Project are maintained well? 

(   ) Yes, very well. 

(   ) Good to some extent. 

(   ) Not so good. 

Reasons/Comments; 

 

F. Others 

F-1. Please feel free to give comments on the Project, issues and lessons related to the Project, or 

the problems that should be solved. 

 

 

 

 

Thank you very much for your cooperation 
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評価グリッド： ミャンマー乾燥地共有林研修・普及計画運営指導調査（中間評価） 
評価設問  

大項目 小項目 
判断基準・ 

方法 必要なデータ 情報源 調査結果 

実績 プロジェク

ト目標の達

成の見込み 

乾燥地の半数のタ

ウンシップにおい

て共有林が設定さ

れる可能性 

目標値 27
カ所との

比較 

現時点での共有

林設定数、今後

のスケジュール

から見た設定予

定数。 

・半期プロジェク

ト進捗報告書、共

有林形成進捗表

（Progress of CF 
establishment） 
・森林局幹部職員、

C/P、専門家 

現在まで、5 つのタウンシップで 7 カ所の共有林が認証された。（共有林設立についての申請が、

森林局により認証されたことをもって、共有林が設定されたと判断する。）プロジェクト終了時に

目標値 27 カ所のタウンシップで共有林が設立されるかどうかを正確に見通すことは困難ではあ

るが、巡回指導チームがタウンシップ事務所を訪問し普及活動実践の指導を開始してから、約 1
年経過した時点での状況であることと、他の多くのタウンシップで共有林設立に向け進捗しつつ

あること、そしてプロジェクトの残りの期間が約２年半あること等から判断して、目標値の 27
タウンシップに近い数値になるのではないかと推測される。 
参考までに、今回の調査時に入手した資料に基づき、普及活動実績を示す。 

・ 普及対象村落数： 89 ヵ村 
・ ユーザーズグループ数： 51 グループ 
・ ユーザーズグループのメンバー数： 3,703 人 
・ 共有林設立申請書が審査中のもの： 42 件 
・ 共有林設立申請中の案件の共有林面積： 3,102 エーカー（1,241ha） 
・ 管理計画作成済みの案件： 12 件 
・ 共有林の認証を受領した案件： 7 件 
・ 認証を受けた共有林のユーザーズグループのメンバー数： 847 人 
・ 認証を受けた共有林の共有林面積： 1,460 エーカー（584ha） 

 
また、質問票調査の結果からも多くのカウンターパートと日本人専門家が、その目標をほぼ達成

できるであろうと回答している。なお、共有林普及においては、土壌や森林の状況、共有林に適

した土地があるかどうか、普及員が普及活動にどのくらい時間を使えるか、等に影響されるとの

回答があった。 
  研修修了者（タウン

シップ事務所職員）

は、研修修了 1 年後

になお普及活動を

行っている可能性 

 目 標 値

90% と の

比較 

・研修実績（氏

名、職務、所属

タウンシップ事

務所名、研修受

講年月日） 
・普及担当職員

の普及活動実施

状況。 

・研修実績データ 
・普及員月間活動

報告書、半期プロ

ジェクト進捗報告

書、普及担当職員 

普及担当職員向け研修コースを受講した、森林局タウンシップの職員は、研修受講後は、通常業

務の他に普及員としての役割も担うことになっている。また、普及活動に関する月報を提出する

ように（様式が決められている）、森林局研修研究開発部長から乾燥地にある 3 カ所の Division 
Office の Director 宛に文書で指示が 2003 年 10 月に出されている。しかし、普及活動の報告シ

ステムが現時点では機能していないため、プロジェクト対象地域内の各タウンシップ事務所の普

及活動の進捗状況をモニタリングすることが困難な状態にある。そのため、この指標を見直し、

より適切な指標にする必要がある。例えば、「森林局の各タウンシップ事務所から定期的に提出さ

れる普及活動に関する報告書で、共有林設立の進捗状況が含まれている報告書の数量」といった

ような。 
なお、共有林設立の進捗に関しては、2004 年 7 月時点で、全 54 タウンシップ中、43 タウンシ

ップで共有林設立に向けての普及活動が実施されている。このことから、研修を受講した普及員

の大半が普及活動を実践していると言える。 

別添資料：５ 
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評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 調査結果 

 参加型森林管理の

普及計画は、森林局

により承認された

か。 

 ・承認の有無と

承認年月日 
・半期ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ進

捗報告書、合同調

整委員会議事録 

「Community Forest Extension Plan in Dry Zone」が 2004 年 3 月 18 日付の森林局

長レターにより承認された。 

 

（成果）ア

ウトプット

は、計画通

り産出され

ているか。 必要な数の管理者

及び普及担当職員

が、参加型森林管理

の重要性を認識し、

普及に必要な知識、

手法を身につけた

か。 

 ・研修修了者数

（管理者及び普

及担当職員） 
・関係者の意見 

・半期プロジェク

ト進捗報告書、 
・森林局幹部職員、

C/P、専門家 

研修実績と人事異動について 
(1)管理者向けの研修コース 
管理者向けの研修コース(PEM: Participatory Extension System)の対象者は、乾燥地にある森林

局の 12 カ所のDistrict Office のオフィサー（各ディストリクトから１名で計 12 名）と 54 カ所

のタウンシップ事務所の所長（計 54 名）である。 
2003 年 3 月から現在（2004 年 6 月）まで、管理者向け研修コースは 7 回実施された。受講者は、

12 名のDistrict Office のオフィサー、56 名のタウンシップ事務所の所長、27 名の乾燥地緑化局

のスタッフである。合計 95 名である。ただし、受講者のうち 27 名がすでに乾燥地以外の地区に

人事異動している。 
 

      (2) 普及担当職員向けの研修コース 
普及担当職員向けの研修コース(PEM: Participatory Extension Method) の対象者は、森林局の

54 タウンシップ事務所の職員で、各タウンシップ 2 名である。合計としては 108 名が目標数で

ある。 
2003 年 6 月から現在（2004 年 6 月）まで 7 回の普及担当者向け研修コースが実施された。受講

者数は、森林局のタウンシップ事務所の職員が 118 名と乾燥地緑化局職員 2 名である。（乾燥地

緑化局職員は、無償資金協力による植林事業が実施されているNyaung Oo タウンシップ事務所

の職員である。）なお、森林局タウンシップ事務所の受講者のうちの 9 名が乾燥地以外の地区に

人事異動している。 
(3) 普及員向けのフォローアップ研修コース 
予備的な活動として、2004 年 1 月に森林局タウンシップ事務所の 10 名の普及員を招き、ワーク

ショップを行い、普及員のためのフォローアップ研修のニーズ調査が実施された。 
フォローアップ研修は、2004 年研修計画には含まれていなかったが、ミャンマー側と日本人専門

家側が協議した結果、2004 年に 4 回実施する計画となった（１回あたり 4 日間の研修コース）。

研修対象は、72 名の普及員である。 
(4)住民対象の研修コース 
住民対象の第１回目の研修が 2004 年 5 月に実施された。受講者は、18 名の住民と管轄のDistrict 
Officer2 名である。 
2004 年中に今後さらに 4 回の住民向け研修コースが実施される計画である。研修時間は、5 日間

であり、研修対象者数は 90 名を予定している。 
       

なお、質問票調査の回答から判断して、管理者向け研修コースと普及担当職員向け研修コースを

受けた職員は、参加型森林管理の重要性を認識し、普及に必要な知識、手法をある程度身につけ

たと言える。 
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評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 調査結果 

  参加型森林管理の

普及が、乾燥地の村

落で実践されてい

るか。普及担当職員

は、実践能力を身に

つけたか。 

 ・普及活動が実

践されている村

落数、タウンシ

ップ数、進捗度 
・関係者の意見 

・半期プロジェク

ト進捗報告書、 
・森林局幹部職員、

C/P、専門家 

すでに述べたとおり、共有林設立の進捗に関しては、2004 年 7 月時点で、全 54 タウンシップ中、

43 タウンシップで共有林設立に向けての普及活動が実施されている。このことから、研修を受講

した普及員の大半が普及活動を実践していると言える。 
普及担当職員の実践能力については、質問票の回答からは、ある程度の能力を身につけたと見な

されているが、巡回指導チームを率いている日本人専門家からは、まだまだ不十分であるとの評

価が下されている。 
 

  共有林の継続的な

普及、形成、実践の

ための資料が作成

されたか。 

 ・作成する予定

の資料の種類

と、すでに作成

された資料の種

類。 

共有林の①設定マ

ニュアル、②管理

計画モデル、③利

用者内規モデル、

④造林・アグロフ

ォレストリー指

針、⑤施業技術マ

ニュアル、⑥設

定・管理事例に関

する成果物 

共有林設立のためのガイドラインは、すでに 3 種類作成された。（管理者用、普及員用、住民用）。

なお、CFDTC の校長が共有林に関して深い知識を有し、作成したいという希望が強かったので、

この 3 種類のガイドラインが作成される事となった。ガイドラインのドラフトはミャンマー語で

作成され、森林局による承認が行われた後で英語に翻訳された。それまで日本人専門家が関与す

ることは無かった。CFDTC の校長はカウンターパートの１人ではあるが、完成まで日本人専門

家の関与が無かったという点では、プロジェクト活動の進め方が適切であったかどうか疑問であ

る。なお、ガイドラインの内容の修正が必要な場合には修正を行うことでは、ミャンマー側と日

本人専門家側とで合意している。 
 
その他に、以下の講師用の参考資料が内部資料として作成された。 

1) Activity Reference on Communication Skills 
2) Facilitators’ Reference on Participatory Training 

 
2003 年の年間活動計画によると、以下のマニュアルや研修材料を作成する計画となっていたが、

実際には作成されていない。 
1) Extension Manual for Extension Staff 
2) Training Manual for Extension Staff 
3) Workshop Manual for Extension Staff 
4) Participatory Activities Reference 

 投入は、計

画通りか 
  （投入実績表参

照） 
（投入実績表参

照） 
2003 年度に発生した政治状況の変化に伴い、2003 年度の日本でのカウンターパート研修受入等

が中止となる影響があったものの、その他の投入は、概ね計画通りである。 
 
 

評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 データ収集方法 

実施プ

ロセス 
活動進捗状

況 
活動は計画通りに

行われたか 
 ・計画と進捗

実績との比較

及び分析 

・半期プロジェク

ト進捗報告書 
計画していた一部のマニュアル類の作成がされていないこと、住民向け研修とフォローアップ研修

実施の進捗が少し遅れているという点はあるが、大幅な遅れではない。 
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評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 データ収集方法 

 モニタリン

グの実施状

況 

モニタリングの仕

組みは適切か 
 ・プロジェク

ト内部のモニ

タリング手段

と実績 
・普及部・CCF
による迅速モ

ニタリング手

段と実績 
・普及員月間

活動報告書と

その提出実績 

・COMFORT 速

報（日々）、Weekly 
Check Sheet（週

毎 ） 、 News 
Letter、月例会議

議事録、Progress 
Check Sheet（月

毎）、半期プロジェ

クト進捗報告書 
・普及部担当職員 

合同調整委員会が定期的に開催され、月例会議も開催されている。月例会議には、日本人専門家と

主なカウンターパート、研修・研究開発部、普及部、乾燥地緑化局の関係者が集まっている。また、

Weekly Check Sheet を用いて進捗管理を行っている。また、JICA 事務所に対しては、6 ヵ月毎に

プロジェクト進捗報告書が提出され、活動状況が報告されている。モニタリングの仕組みとしては、

適切と考えられる。この他に、本プロジェクトの活動状況を関係者に伝達する目的で、News Letter 
(英語とミャンマー語で書かれた本プロジェクトの活動状況紹介)がこれまで 18 回発行され、ミャン

マー側関係者や JICA 関係者等に配布されている。また、CONFORT 速報では、日本人を対象に

本プロジェクトの活動状況をかなりの頻度で伝達している（電子メールによる）。 
 
乾燥地緑化局と森林局と連携して、中央レベルにおける共有林設立のための委員会(CCF)の運営委

員会が設置されたところである。CCF 運営委員会の目的は、共有林設立活動に対し支援や助言を

与えることと、ディストリクト段階やタウンシップ段階での普及活動進捗状況に関する 新情報並

びに設立された共有林の管理状況を定期的に交換することにある。今後、ディストリクト段階とタ

ウンシップ段階の CCF が設置される見込みである。したがって、実質的にこの委員会が機能し始

めるのは、2004 年末以降になるものと見られる。なお、本プロジェクトは、オブザーバーとして

参加しているとのこと。 
 
普及員月間活動報告書を提出するよう森林局研修・研究開発部から森林局の Division レベル及び

District レベルの事務所には通達が出されている（2003 年 10 月）。記入様式も決められているが、

実際にCFDTC サブセンターに届いた報告書は、わずか 4 通であるとのこと。報告システムは、実

質的に機能していないと言える。関係者の話では、森林局タウンシップ事務所からどこへ提出する

のか、明確化されていないとのことであった。 
タウンシップ事務所は、四半期毎に報告書をDistrict レベルの森林局事務所に提出しているので、

この制度を利用し、四半期報告書に普及活動の報告も加えることを、プロジェクト側では、検討中

である。 
  PDM、詳細活動の

軌道修正が行われ

たか 

 PDM、PO 修

正の軌跡と変

更理由 

PDM1～2、PO1
～2、各改訂の理

由 

オリジナルの PDM は、プロジェクト開始前に実施協議調査団がミャンマーを訪問した際の 2001
年 10 月 25 日付けで作成されている。その後、2 どの改定が行われている。各PDM の作成時期は

次のとおり。 
 作成年月日 備考 
PDM オリ

ジナル 
2001 年 
10 月 25 日 

2001 年 10 月 25 日に署名された実施協議調査協議議事録の中

のプロジェクトドキュメント中にPDM が記載されている。（ミ

ャンマー乾燥地共有林研修・普及計画短期調査及び実施協議調

査報告書、平成 13 年 12 月、JICA） 
PDM1 2002 年 

5 月 9 日 
第一回合同調整委員会(JCCM1)で承認された。 

PDM2 2003 年 
1 月 15 日 

第二回合同調整委員会(JCCM2)で承認された。2003 年 1 月に

派遣された運営指導調査の協議議事録に PDM2 が添付されて

いる。（ミャンマー乾燥地共有林研修・普及計画運営指導調査

（計画打合せ）報告書、平成 15 年 7 月、JICA）  
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評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 データ収集方法 

       
(1) オリジナルのPDM から 初の改訂版（PDM1）への変更 
オリジナルのPDM から 初の改訂版（PDM1）への主たる変更事項は、以下の通りである。 

• 上位目標とその指標については、変更無し。 
• プロジェクト目標の変更は無いが、プロジェクト目標の 3 つの指標のうち、2 番目の指標が削

除された。削除された指標は、” 2) Spontaneous participation I users’ group is secured in the process 
of establishment of community forestry.” 

• アウトプットとその指標については変更無し。 
• 活動については、以下の項目が追加された。 

0-1) To conduct monitoring and evaluation 
0-2) To review project design and plan of operations 
0-3) To conduct staff development training for Baseline Survey 
0-4) To conduct Baseline Survey 
1-6) To workout training vision and strategy 
2-2) To conduct Extension Symposium 

 
(2)  PDM1 から PDM2 への変更 

PDM1 から PDM2 への変更事項は、以下の通りである。 
• 上位目標とその指標については、変更無し。 
• プロジェクト目標とその指標についても変更無し。 
• アウトプットについては変更はないが、アウトプット(2)の指標が一つ追加された。それ

は、”2-4) Counterparts who participate in staff development training are able to establish a Training Plan 
of the Project by themselves (by the end of 2003” である。 

• 活動については、次の２項目が削除された。 
0-1) To conduct monitoring and evaluation 
0-2) TO review Project Design and Plan of Operation 
また、次の項目が追加された。 
2-4) To conduct Staff Development Training 

 
  外部条件に変化は

あったか、対応は

適切だったか 

 外部条件の変

化・内部化の

有無及び対応

状況 

・半期プロジェク

ト進捗報告書 
特になし 
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評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 データ収集方法 

 専 門 家 と

C/P との関

係性 

コミュニケーショ

ンの状況は良好

か、共同作業によ

る問題解決方法の

見直し状況は適切

か 

 コミュニケー

ション機会の

設定、開催実

績、日常業務

におけるコミ

ュニケーショ

ン方法と実績 

専門家・C/P 本プロジェクトでは、合同調整委員会会議を定期的に開催し、また月例会議には主要なカウンタ

ーパート、日本人専門家、関係部署（普及部等）の担当者が出席している。関係者間で定期的に会

議を持っていることで、関係者間の意志疎通が十分図る機会は設けられている。しかし、実態とし

ては、以下に示すような事例が見られ、関係者間で十分なコンセンサス作りがされていない面があ

ると判断される。 
• 共有林設立に関するガイドライン（管理者向け、普及員向け、住民向け）が CFDTC の校長

（カウンターパートの１人でもある）により作成され、ガイドライン完成まで日本人専門家

が関与することが無かった事。 
• 2004 年研修計画はミャンマー側カウンターパートの独力で作成された。しかしその後、日本

人専門家側が、住民向け研修やフォローアップ研修が含まれていない欠点を指摘し、日本側

は別途、研修計画案を作成している事。（研修計画作りの能力をカウンターパートに身につけ

させる目的が合ったとしても、必要なアドバイスを研修計画作成完了前に行うべきであっ

た。） 
      • 研修コースにおいてテストを実施しているかどうかについての認識の差がある事。（ミャンマ

ー側はテストを実施しているという認識であり、日本側はテストを実施していないとの認識

を持っている）。 
• 普及計画の 終版作成にあたって普及活動に従事している専門家があまり関与していかった

事。 
• 重点巡回指導チームと一般巡回指導チームとの連携が十分図られていなかった事。 
これから作成すべきガイドライン類についての意見の摺り合わせができていない事。 

  C/P の主体性、積

極性に変化は見ら

れたか 

 C/P 毎の担当

分野、業務推

進実績 

C/P 配置一覧、研

修及び普及活動へ

の参加記録、専門

家、C/P 

2003 年に 12 回実施された、研修講師の能力強化を目的としたスタッフ・デベロップメント・トレ

ーニングへのカウンターパート 14 名の出席率が約 6 割であった事実から、ある程度の主体性、積

極性があると判断する。意欲があると評価するカウンターパートの割合も、日本人専門家の意見を

平均すると同程度である。ただし、一般巡回指導に従事しているカウンターパートの意欲が全員高

いと担当の日本人専門家は評価している。 
 受益者の事

業への関わ

り方 

現場管理者の意識

は変わったか 
 普及員への指

示・指導実績、

年間計画策定

実績 

管理者・普及員 現場管理者の普及活動に対する意識は、それぞれ異なる。森林局のタウンシップ事務所の所長が普

及活動に理解を示している場合は、普及員が普及活動に取り組みやすく、共有林設立に向けた普及

活動が進みやすい。ただし、共有林設立の認証を受けるまでには、ディストリクトやディビジョン

レベルの森林局事務所のオフィサーの意識や共有林設立に対する理解が重要であり、影響を大きく

受ける。 
  普及担当職員の住

民への接し方に変

化はあったか 

 普及員の普及

実績・普及態

度 

普及員・住民、普

及員月間活動報告

書 

一般的に、森林局職員と住民との関係は良くないと言われている。（森林局は、森林の違法な伐採

を取り締まる立場にあり、一方、住民は森林の違法な利用を行ってきている。）  
一方、本プロジェクトにおいては、共有林の設立において、住民の自発的な参加の確保や全住民が

適切に意志決定に関われるよう情報提供が行われるよう配慮しつつ住民と接触している（共有林を

作るということを全住民に周知してもらうよう、指導している）。森林局職員が住民に指示を下す

トップダウン方式ではなく、住民の自発的な意志、参加型に基づく共有林設立に向けた支援を森林

局職員が支援する方式を取っている。 
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評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 データ収集方法 

  住民の普及担当職

員に対する接し方

に変化はあったか 

 住民の参加実

績・参加態度 
住民・普及員、普

及員月間活動報告

書 

（特になし） 

 相手国実施

機関のオー

ナーシップ 

実施機関責任者の

参加の度合いは十

分か 

 森林局訓練研

究開発部を中

心とした参加

機会の設定・

実施実績 

実施関係者一覧、

連携会議議事録・

開催記録 

定期的に実施されている合同調整委員会会議には、森林局局長、訓練開発研究部長、CFDTC 校長

や、普及部、乾燥地緑化局の職員も参加し、本プロジェクトの進捗状況を確認している。また、月

例会議にも、森林局の主要カウンターパートと日本人専門家、普及部等のスタッフが参加しており、

実施機関責任者の参加の度合いは適切であると考えられる。 

    森林局普及部

の役割確認、

参加機会の設

定、実施実績 

実施関係者一覧、

連携会議議事録・

開催記録 

本プロジェクトの各種会議に参加している。 

    乾燥地緑化局

の役割確認、

参加機会の設

定、実施実績 

実施関係者一覧、

連携会議議事録・

開催記録 

本プロジェクトの合同調整委員会会議に出席するほか、管理者向け研修コースを受講した乾燥地緑

化局職員は、27 名となっている。 

  予算の手当ては十

分か 
 相手方の投入

実績 
緬側予算執行記録

（ CF 転 換 分

DZGD 造林費、

CF 育 苗 費 、

CFDTC、サブセ

ンター） 

ミャンマー側の本プロジェクトに対する予算支出実績は、下表のとおり。（単位：百万チャット） 
 2001 2002 2003 2004 計 

CFDTC への予算（研修コース実施

費用とカウンターパートの給料） － 21.95 26.09 3.7 51.74 

CFDTC サブセンターへの予算（設

備の整備費など） － 11.00 25.70 1.12 37.82 

計 － 32.59 51.79 4.82 59.56 
課題は、森林局タウンシップの普及員が普及活動の際に必要な交通費等の予算が少なすぎること

が、普及活動実施の阻害要因の一つになっていることである。 
  C/P の配置は適正

か 
 C/P 毎の担当

分野・業務推

進実績 

C/P 配置一覧、研

修・普及活動への

参加記録、専門

家・C/P 

中間評価調査時点のカウンターパート数は、23 名である。役割別の人数は以下の通り。 
• プロジェクト・ディレクターと副ディレクター： 2 名 
• マネージメント：7 名（CFDTC が 3 名、CFDTC サブセンターが 4 名） 
• CFDTC 研修担当：8 名 
• CFDTC サブセンターでの研修・普及担当： 6 名。 
現時点での配置はほぼ適切と考えられるが、今後、管理者向け研修コースと普及員向け研修コース

の実施場所を、CFDTC からCFDTC サブセンターに変更する計画であり、それに伴い、担当講師

を徐々に、サブセンターのスタッフに移管する計画となっている。サブセンターの現在のスタッフ

には、まだ講師としての能力を十分身につけていないカウンターパートも含まれるので、適切なス

タッフの配置を行うことと、能力強化を行う必要がある。 
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評価設問  
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 データ収集方法 

 他プロジェ

クトとの連

携 

他プロジェクトと

の連携は適切だっ

たか 

 中央乾燥地植

林計画との連

携 機 会 の 設

定、実施実績 

半期プロジェクト

進捗報告書、運営

指導調査団報告

書、研修評価記録 

無償資金協力案件の実施サイトを管轄する森林局タウンシップ事務所のスタッフ 2 名が、普及員向

け研修コースを受講した。 

    マングローブ

総合管理開発

調査との連携

機会の設定、

実施実績 

半期プロジェクト

進捗報告書、研修

評価記録 

相互に情報の共有や成果物の共有を図ることとしている。 

 
 
5 項目 評価設問 
その他 大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 調査結果 

妥当性 プロジェク

トが目指す

効果は、ミャ

ンマー国の

国家政策に

合致してい

るか。 

  国家開発計画、林

業政策、林業政策

における乾燥地の

位置付け 

・国家開発政策、

Forest policy 
1995、Myanmar 
Agenda 21、
Project proposal、
CFI 

1995 年に作成された森林政策は、プロジェクト開始当初と同様、現在も有効な政策であること

から、プロジェクト目標と森林政策との整合性がある。（森林政策には 6 つの優先事項が掲げられ

ており、本プロジェクトはその中の次の項目と整合性がある。1）土壌、水、野生生物、生物多様

性、環境の保全、3)燃料、家屋、食糧そしてレクリエーションといった住民の基礎的ニーズ、5)森
林の保全と利用における住民参加、6)国民のよりよい生活と社会経済的発展における森林の重要な

役割について住民の意識向上を図る。） 
 

 ターゲット

グループの

選定は妥当

であったか。 

協力内容に対

する森林局の

ニーズは高い

か。 

 ・森林局の共有林

普及政策とプロジ

ェクトの普及計画 
・森林局職員（幹

部職員、C/P 等）

の認識 

・共有林普及政策、

普及計画 
・森林局職員（幹

部職員、C/P 等） 

森林局は共有林令（共有林設立推進のために 1995 年に出された森林局長通達であり、共有林造

成と運営についての規定が示されている）を不可欠なものであると認識し、共有林の設立プロセス

を支援する役割を有する機関となる共有林設立委員会を新たに設置し、共有林普及を図ろうとして

いる。 
共有林が増加し、住民が森林を適切に管理してくれるようになれば、保全される森林面積が増加

することとなり、森林の保全と森林資源の利用を管轄する森林局としてのニーズに沿っている。 
  対象地域（乾

燥地）の住民

のニーズに合

致するか。 

 ・対象地域の住民

のニーズと協力内

容に対する住民の

意識 
・森林局の関係職

員の認識、関係者

の認識 

・住民の意見 
・森林局職員（普

及担当や、 C/P
等）、専門家 

巡回指導チームが収集した情報によると、村落住民の共有林設立における関心事は、30 年間の

土地利用が合法化されることにある。共有林の利用目的には、アグロフォレストリー、薪炭、林産

物、水源保全等がある。ただし、共有林設立が住民にとっての 大のニーズであるとは限らない。

優先ニーズは、村落の社会経済条件や自然条件等によって異なる。以上からプロジェクト目標は、

ある程度住民のニーズに見合っていると言える。 

  ターゲットグ

ループの規模

は適切か（普

及 担 当 の 場

合）。 

 ターゲットグルー

プである普及担当

等の人数 
関係者の意見 

・半期プロジェク

ト進捗報告書 
・森林局職員（幹

部職員、C/P 等）

と専門家 

ターゲットグループをどれにするかを、本プロジェクトであらかじめ決めているわけではなく、共

有林設立に興味を示した村落に対して、普及活動を実施している。また、共有林のユーザーグルー

プ結成も希望者が集まって行っている。したがって、ターゲットグループの規模が適切であるかど

うかは、一概には判断できない。 
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  ターゲットグ

ループの規模

は適切か（住

民の場合）。 

 ・共有林設定目標

数、共有林設定目

標面積、参加戸数

（あるいは人口）、

と Township 毎の

戸数（人口）、保全

が必要な面積 
・関係者の意見 

・半期プロジェク

ト進捗報告書やそ

の他資料 
・森林局幹部職員、

C/P、専門家 

本プロジェクトでは、各タウンシップで少なくとも 1 カ所の共有林設立に向けた普及活動を支援・

指導することとし、巡回騒動チームが森林局の各タウンシップ事務所や村落を訪問している。した

がって、森林局のタウンシップ事務所が共有林設立に関する普及活動を実践することを通じて、タ

ウンシップ事務所に普及実践能力が身に付くことが目標である。その結果として、の 54 タウンシ

ップに各 1 カ所の共有林が設立されれば、目標が十分達成されたと言える。なお、プロジェクト目

標としては、54 の半数の 27 カ所を目標値としている。なお、面積、参加戸数（あるいは人口）、

保全が必要な面積については、目標値が設定されていない。したがって、ターゲットグループの規

模が適切かどうかについて、比較対象が設定されていないため、現時点で適切かどうか判断するこ

とは難しい。 
 援助重点課題

との関連性は

あるか。 

 ・我が国のミャン

マー国に対する援

助重点分野 

ミャンマー国援助

方針（外務省） 
2003 年 5 月 30 日にスー・チー女史がミャンマー政府に拘束されて以降の状況に鑑み、新規案件の

実施を見合わせている。ただし、緊急性が高く、人道的な案件等については、個別に慎重に吟味し

た上で、順次実施する事としている。（外務省ホームページ） 
 

日本の援助

政策に合致

しているか。

プロジェク

トのアプロ

ーチは手段

として妥当

か。 

国別事業実施

計画との関連

性はあるか。 

 ・林業あるいは森

林管理・保全分野

の位置付け 

国別事業実施計画

(JICA) 
平成 14 年度 JICA 国別事業実施計画では、6 つの重点分野を上げている。1)経済構造調整、2)農業・

畜産業・水産業開発、3)保健・医療の改善、4)教育の改善、5)市民生活の確保、6)グローバルイシ

ュー、である。このグローバルイシューの中の重点項目の一つに、「自然資源を利用する住民の生

活向上と持続的な資源管理のための制度の確立・普及」がある。また、重点地域の一つに、乾燥地

（ドライゾーン）が上げられている。本プロジェクトは、グローバルイシューに該当し、またドラ

イゾーンを対象としていることから、JICA の実施計画との整合性が高い。 
 日本の技術

の比較優位

性はあるか。 

  ・森林管理分野の

援助実績 
・森林管理分野の

日本の経験 

・JICA 担当事業

部門 
 

JICA はこれまでに、住民参加型の森林管理に関する協力を途上国で実施してきており、一通りの

技術的蓄積があると考えられる。 

 
 

評価設問 5 項目 
大項目 小項目 

判断基準・ 
方法 必要なデータ 情報源 調査結果 

有効性 
（予測） 

アウトプッ

トは達成さ

れているか。 

  （本文中の実績

表のとおり） 
・（本文中の実績表

のとおり） 
・C/P、専門家 

（本文中の実績表のとおり） 

 乾燥地の全

森林局タウ

ンシップ事

務所が、共有

林令(CFI)に
基づく参加

型森林管理

を促進する

能力を有し

ている。 

共有林の新規設

定は、増加して

いるか。 
プロジェクト終

了時までに達成

する見込みはあ

るか（今後の計

画）。 

目標タウ

ンシップ

数は 27。

（54 カ所

の 内 の

50%） 

・共有林設定に

まで至ったカ所

数・タウンシッ

プ数や、申請中

のカ所数・タウ

ンシップ数。残

りのプロジェク

ト期間に達成と

見込まれるカ所

数・タウンシッ

プ数。 

・半期プロジェク

ト進捗報告書、共

有林形成進捗表

（Progress of CF 
establishment） 
・森林局幹部職員、

C/P、専門家 

本プロジェクトの活動により、認証を既に受けた共有林があるタウンシップ数は、54 タ

ウンシップ中の 5 タウンシップである。なお認証数は、計 7 個（7 カ所の共有林）。 
（共有林設立についての申請が、森林局により認証されたことをもって、共有林が設定されたと判

断することとする。） 
プロジェクト終了時に目標値の 27 タウンシップを達成できるかどうかは、今後の巡回指導活動に

左右される面はあるが、カウンターパートや日本人専門家の意見では、ほぼ目標に近づけるのでは

ないかと判断している。 



 

－
1
0
－

 

  研修修了者（タ

ウンシップ事務

所職員）は、研

修修了 1 年後に

なお普及活動を

行っているか。 
普及活動が通常

業務に組み込ま

れているか。 

90%以上 ・研修実績（氏

名、職務、所属

タウンシップ事

務所名、研修受

講年月日） 
・普及職員の普

及活動実施状

況。 

・研修実績データ 
・普及員月間活動

報告書、半期プロ

ジェクト進捗報告

書、普及担当職員 

普及活動の報告システムが現時点では機能していないため、プロジェクト対象地域内の

各タウンシップ事務所の普及活動の進捗状況をモニタリングすることが困難な状態にあ

る。そのため、この指標を見直し、より適切な指標にする必要がある。例えば、「森林局

の各タウンシップ事務所から定期的に提出される普及活動に関する報告書で、共有林設

立の進捗状況が含まれている報告書の数量」といったような。 
なお、共有林設立の進捗に関しては、2004 年 7 月時点で、全 54 タウンシップ中、43 タ

ウンシップで共有林設立に向けての普及活動が実施されている。このことから、研修を

受講した普及員の大半が普及活動を実践していると言える。 
なお、普及員向け研修コースを受講した森林局タウンシップの職員は、普及員として位

置付けられ、普及活動に従事することとなっている。今回の現地調査で、数人の普及員

に会い、どの程度の勤務時間を普及活動に充てているか聞いたところ、20～30%である

との回答であった。 
 策定された普及

計画に沿って、

普及活動が実施

されているか。 
計画内容は適切

か。 

 ・普及活動にお

ける普及計画の

活用状況、有用

性 

・森林局職員（普

及担当や、 C/P
等）、専門家 
・半期プロジェク

ト進捗報告書 

ある程度普及計画に沿った普及活動が進められている。 

 

プロジェク

トのアウト

プットはプ

ロジェクト

目標の達成

に貢献して

いるか。 普及員が参加型

森林管理の重要

性を理解してい

るか。 
また、普及のた

めに必要な技

能・知識を獲得

したか。 

 ・研修修了者数

（管理者及び普

及員） 
・普及に関する

資料等の作成状

況 
・関係者の意見 

・半期プロジェク

ト進捗報告書、 
・森林局幹部職員、

C/P、専門家 

研修コースを受講することで参加型森林管理についての知識と理解をある程度身につけている。た

だし、共有林設立手順をしっかり覚えていない普及員も多いことから、実際の普及活動に必要な重

要事項については、より重点的に研修コースで覚えさせる必要がある。 

  参加型森林管理

の普及が、乾燥

地の村落で実践

されているか。

普及担当職員

は、実践能力を

身につけたか。 

 ・普及活動が実

践されている村

落数、タウンシ

ップ数、進捗度 
・関係者の意見 

・半期プロジェク

ト進捗報告書、 
・森林局幹部職員、

C/P、専門家 

一般巡回指導チームは、森林局タウンシップ事務所を訪問し、2 日間で次のような指導を行ってい

る。 
初の段階（ステップ１）における指導の場合： 

第１日目： タウンシップの森林局事務所のスタッフを対象にワークショップ形式で指導。研修で

ならった共有林設立の手順の復習と住民との間で想定される質疑応答についての訓練。 
第２日目： 現場に行く（村落への説明実施）。時間があれば、共有林候補地を確認する。 
なお、共有林設立が順調に進むかどうかは、普及員の意欲に大きく左右される。 

  プロジェクト以

外に貢献した要

因はあるか。 

 関係者の意見 ・半期プロジェク

ト進捗報告書 
・C/P、専門家 

特になし。 



 

－
1
1
－

 

 C/P の移動・離

職による影響は

あったか。 

 移動、離職率、

離職理由 
・半期プロジェク

ト進捗報告書 
・C/P、専門家 

一部のカウンターパートの退職や人事異動があったが、大きな影響はなかった。（カウンターパー

ト累計 38 名のうち、定年退職１名、人事異動 5 名、退職 1 名、死去 1 名） 
管理者向け研修コースを受講した森林局のディストリクト事務所及びタウンシップ事務所のオフ

ィサー68 名のうち、27 名が乾燥地以外に転勤してしまっている（人事異動）。今のところ大きな影

響は報告されていないが、これらのオフィサーは、共有林の普及活動や認証手続き促進において重

要な役割を担うので、今後、悪影響が発生することが懸念される。なお、普及員向け研修受講者の

乾燥地外への人事異動は 118 名中の 9 名である。 
 

プロジェク

ト目標達成

を阻害した

要因はある

か。 

その他の影響は

あるか。 
 関係者の意見 ・半期プロジェク

ト進捗報告書 
・C/P、専門家 

特に大きな影響は無し。 

 
評価設問 5 項目 

大項目 小項目 
判断基準・ 

方法 必要なデータ 情報源 データ収集方法 

効率性 専門家派遣人数、

専門分野・能力、

派遣時期・期間は

適切か。 

 ・派遣実績 
・専門家の働き

ぶり 
・関係者の意見 

・実績表 
・半期プロジェク

ト進捗報告書 
・C/P、専門家 

カウンターパート及び日本人専門家の質問票への回答結果から判断して、その量、質、タイミング

がほぼ適切であったと言える。日本人専門家の配置実績は、ミニッツの添付資料参照のこと。 
 

 

達成された

アウトプッ

ト か ら み

て、投入の

質・量・タ

イミングは

適切か。 

供与機材の種類、

量、設置時期は適

切か。 

 ・機材供与実績 
・機材利用状況 
・関係者の意見 

・実績表 
・半期プロジェク

ト進捗報告書 
・C/P、専門家 

カウンターパート及び日本人専門家の質問票への回答結果から判断して、その量、質、タイミング

がほぼ適切であったと言える。供与機材リストは、ミニッツの添付資料参照のこと。 

  研修員受け入れ

人数、研修内容、

研修期間、受け入

れ時期は適切か。 

 ・研修員受け入

れ実績 
・関係者の意見 

・研修員受入実績

表 
・C/P、専門家 

カウンターパート及び日本人専門家の質問票への回答結果から判断して、その量、質、タイミング

がほぼ適切であったと言える。（なお、2003 年度の日本でのカウンターパート研修は、政治状況の

ため、中止された。2004 年には再開した）。研修員受入実績は、ミニッツの添付資料参照のこと。 

  C/P の人数、配置

時期、能力は適切

か。 

 ・C/P 配置状況 
・関係者の意見 

・C/P 配置実績表 
・C/P、専門家 

カウンターパート及び日本人専門家の質問票への回答結果から判断して、その量、質、ﾀｲﾐﾝｸﾞがほ

ぼ適切であったと言える。なお、これまでのカウンターパート配置の累計は 38 名で、中間評価時点

のカウンターパート数は 23 名である。ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄの配置実績は、ミニッツの添付資料参照のこと。 
  建物・施設の質、

規模、利便性は適

切か。 

 ・建物、施設の

現状 
・関係者の意見 

・施設・機材配置

図 
・C/P、専門家 

カウンターパート及び日本人専門家の質問票への回答結果から判断して、その量、質、タイミング

がほぼ適切であったと言える。中間評価時点で提供されている施設は、森林局本部の事務室（日本

人専門家用）、CFDTC 施設（研修コースの実施）、CFDTC サブセンター（研修コース実施と巡回指

導チームの拠点） 
  ミャンマー側の

プロジェクト予

算は適切な規模

か。 

 ・相手側コスト

負担実績 
・森林局の年間

予算 
・関係者の意見 

・コスト負担実績

データ 
・森林局データ 
・C/P、専門家 

カウンターパート及び日本人専門家の質問票への回答結果から判断して、その量、質、ﾀｲﾐﾝｸﾞがほ

ぼ適切であったと言える。ミャンマー側の予算支出実績は、次のとおり。（単位は、百万チャット） 
項目 2001年 2002年 2003年 2004年 計 

CFDTCにおける予算支出（本プロジェクトの研

修コースの実施とカウンターパートの給料） - 21.95 26.09 3.70 51.74 

CFDTCサブセンターにおける予算支出（主とし

て、サブセンター施設整備費） - 11.00 25.70 1.12 37.82 

計 - 32.95 51.79 4.82 89.56  



 

－
1
2
－

 

  C/P の能力向上

が貢献している

か。 

 ・技術移転を受

けたC/Pの割合 
・専門家の意見 

・半期プロジェク

ト進捗報告書他 
・専門家 

2003 年にスタッフデベロップメントトレーニングを実施したことにより、カウンターパート自身

で、研修コースの計画・実施をできる能力を身につけた。 

 プロジェク

トマネージ

メントは適

切であった

か。 

プロジェクト目

標達成に向けイ

ンプットが適切

に運営管理され

たか。 

 ・関係者の意見 ・半期プロジェク

ト進捗報告書他 
・C/P、専門家 

インプットは、適切に運営管理されていると思われる。 

  機材は適切に管

理されているか。 
 ・機材管理体制 ・機材リストと機

材管理簿 
調達した機材のリストは作成されているものの、機材の使用状況や故障の有無について定期的にチ

ャックする体制にはなっていない。機材の定期的管理と記録が必要と考えられる。 
  合同調整委員会

は、適切に機能し

たか。 

 ・関係者の意見 ・半期プロジェク

ト進捗報告書、合

同調整委員会議

事録 
・C/P、専門家 

定期的に合同調整委員会が開催され、プロジェクト活動の進捗状況について報告が行われている。

今回の中間調査時に第４回合同調整委員会に出席する機会を得たが、森林局長が議長役を務めてい

る関係もあって、活発な議論が行われるというよりは、形式的に議事が進められているという感じ

を受けた。 

  住民の本プロジ

ェ ク ト へ の 理

解・協力が十分得

られているか。 

 ・普及活動への

住民の参加状況

に関するデータ 
・関係者の意見 

・プロジェクト側

作成資料 
・C/P、専門家 

本プロジェクトへの理解というよりも、村落の全住民により共有林制度の理解が十分得られている

かどうかが重要な点である。巡回指導チームは、全住民に共有林設立に関する情報が伝達されるよ

う、指導を行ってきてはいる。ただし、巡回指導チームが村落で普及活動を支援するのは、数時間

といった限られた時間であることから、実際に情報が全村民に行き渡っているかどうか確認するこ

とは極めて困難なことである。 
  各レベルの平和

開発委員会の本

プロジェクトへ

の理解協力が得

られているか。 

 ・ SPDC 、

DPDC、TPDC
への説明会開催

実績及び反応 

・プロジェクト側

作成資料 
・C/P、専門家 

森林局が管轄するReserved Forest やProtected Public Forest の場合は、森林局の判断で共有林設

立に関する認証を発行することができる。しかし、Unclassed Forest の場合は、その土地利用を管

轄省庁が決まっていないことから、共有林の認証を受けるための必要要件として、土地局と平和開

発委員会の了承を取り付けることとしている。了解を取り付ける業務に携わるのは、タウンシップ

レベルでは森林局タウンシップ事務所長となる。なお、平和開発委員会の理解が得られるかどうか

は、森林局タウンシップ事務所長の働きかけと、平和開発委員会が共有林に理解を示すかどうかに

左右される面がある。 
  共有林普及活動

実施の明確な指

示が、森林局から

普及員に対し出

されているか。 

 ・関係者の意見 ・C/P、専門家 普及員向け研修コースを受講した職員が、普及担当職員として位置付けられている。 

 類似プロジ

ェクトと比

較して妥当

な コ ス ト

か。 

総投入コストは

妥当か。 
類似案件

の総投入

コストと

の比較。 

・総投入コスト 
・類似ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（無償造林、開

発調査、UNDP
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの手

法・ｱｳﾄﾌﾟｯﾄの種

類、裨益規模（面

積、人口） 

類似プロジェク

トの報告書及び

コストに関する

資料 

（特になし） 



 

－
1
3
－

 

 効率性を阻

害した要因

はあるか。 

C/P と普及員の

定着度は、良好

か。 

 ・C/P 及び普及

員の当初の配置

と現状との比較 

・半期プロジェク

ト進捗報告書、そ

の他資料 

カウンターパートの定着度は比較的良好、ただし人事異動はある。 
普及員の定着度も現時点までのところ、118 名中、9 名の移動であるので、比較的良好と言える。 
ただし、既述のとおり、管理者向け研修コース受講者 68 名中、27 名の移動がわずか 1 年で発生し

たことが、効率性を阻害する要因となりかねない。 
  その他の要因は

あるか。 
 ・関係者の意見 ・C/P、専門家 本プロジェクトでは、合同調整委員会会議を定期的に開催し、また月例会議には主要なカウンター

パート、日本人専門家、関係部署（普及部等）の担当者が出席している。関係者間で定期的に会議

を持っていることで、関係者間の意志疎通が十分図る機会は設けられている。しかし、実態として

は、以下に示すような事例が見られ、関係者間で十分なコンセンサス作りがされていない面がある

と判断される。 
• 共有林設立に関するガイドライン（管理者向け、普及員向け、住民向け）がCFDTC の校長（カ

ウンターパートの１人でもある）により作成され、ガイドライン完成まで日本人専門家が関与

することが無かった事。 
• 2004 年研修計画はミャンマー側カウンターパートの独力で作成された。しかしその後、日本

人専門家側が、住民向け研修やフォローアップ研修が含まれていない欠点を指摘し、日本側は

別途、研修計画案を作成している事。（研修計画作りの能力をカウンターパートに身につけさ

せる目的が合ったとしても、必要なアドバイスを研修計画作成完了前に行うべきであった。） 
• 研修コースにおいてテストを実施しているかどうかについての認識の差がある事。（ミャンマ

ー側はテストを実施しているという認識であり、日本側はテストを実施していないとの認識を

持っている）。 
• 普及計画の 終版作成にあたって普及活動に従事している専門家があまり関与していかった

事。 
• 重点巡回指導チームと一般巡回指導チームとの連携が十分図られていなかった事。 
• これから作成すべきガイドライン類についての意見の摺り合わせができていない事。 

 
評価設問 

5 項目 
大項目 小項目 

判断基

準・ 
方法 

必要なデータ 情報源 調査結果 

インパク

ト 
（予測） 

形成された共有林は、ユ

ーザーグループにより良

好に管理されているか。 

 ・管理計画実

施状況、定期

的会合実施実

績、 

・住民、普及

担 当 職 員 、

C/P、専門家 

上位目標は 2011 年に達成することを目標としており、中間評価時点で、上位目標が達成される

かどうかを見通すことはまだ難しい。（設立された共有林はまだ７カ所であり、植樹が開始され

た段階にある。） 

 

上位目標「自

発的な参加

の下、住民が

共有林から

の便益を享

受するため、

森林局が共

有 林 令

共有林が継続的に管理さ

れるような仕組み作り、

あるいはインセンティブ

の継続見込み 

 ・関係者の意

見 
・普及担当職

員、C/P、専門

家、住民 

上記と同様に、上位目標は 2011 年に達成することを目標としており、中間評価時点で、上位目

標が達成されるかどうかを見通すことはまだ難しい。 
共有林が継続的に管理されるような仕組み作りは、今後行われる予定である。 
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 プロジェクトにより形成

された共有林における林

産物の利用状況 

 ・林産物の種

類、量、利用

目的と配分、

問題の有無 

・普及担当職

員、C/P、専門

家 

上記と同様に、上位目標は 2011 年に達成することを目標としており、中間評価時点で、上位目

標が達成されるかどうかを見通すことはまだ難しい。新規に植樹した木から林産物を得るには

年月を要する。なお、既存の森林から林産物を得ることは現時点でも可能であるが、利用状況

まで把握できる状況にはなっていない。 
 森林局タウンシップ事務

所の共有林普及に対する

姿勢・態度は、どうか。 

 ・関係者の意

見 
・普及担当職

員、C/P、専門

家 

森林局タウンシップ事務所によって、共有林設立の進捗状況がことなる。意欲的なタウンシッ

プでは、すでに 2 村落で共有林設立（認証の発行）まで進んだタウンシップが２地区ある。 

 住民の森林管理に対する

自主的参加度合いはどう

か。 

 ・関係者の意

見 
・普及担当職

員、C/P、専門

家、住民 

ユーザーズグループの形成では、大きく３つのタイプがある。第１番目は、全村民がユーザー

ズグループのメンバーにある場合。第２番目は、本当に共有林に関心を持つ数人の住民がユー

ザーズグループを形成する場合。第３番目は、共有林に関心のある人に加えて、とりあえずメ

ンバーとして入っておこうかといった程度の意識でメンバーになっている人も含まれる場合

で、十数人から数十人のメンバー数で構成される。 
第２番目と第３番目の場合は、自主的参加の程度が高いと推定される。第１番目のばあいは、

共有林設立の目的が水源林保全にある場合が多く、そのため全村民となっているケースがある。 
 住民の本プロジェクトに

対する満足度は高いか。 
 ・関係者の意

見 
・普及担当職

員、C/P、専門

家、住民 

まだ、共有林からの便益享受を受けていないので、判断は困難。ただし、共有林設立のインセ

ンティブは、30 年間の土地利用の合法化にあり、薪炭等の林産物収穫、水源保全、農業生産と

いった目的を有する。 
 

（CFI）に基

づく参加型

森林管理を

促進してい

る。」が達成

される見込

みはあるか。 

住民と森林局職員（特に

普及担当職員）との関係

は良好であるか。 

 ・関係者の意

見 
・普及担当職

員、C/P、専門

家、住民 

今回現地調査で普及員から聞き取りした事例では、普及員設立に関する普及活動のため普及員

が数回村落を訪問したり、あるいは管理計画作成を指導するためユーザーズグループの管理委

員会メンバーが森林局タウンシップ事務所に来て、管理計画の内容についての相談したりして

いる。管理計画案作成後は、普及員が村を訪問し、ユーザーグループメンバー全員を集め、管

理計画の内容の確認を行ったりしている。以上のように、普及員と住民との関係からある程度

良好な関係にあると考えられる。 
 その他の波

及効果はあ

るか。 

プロジェクト地域外に、

参加型森林管理が波及し

た事例はあるか。 

 ・関係者の意

見 
・C/P、専門家 現時点では、まだ乾燥地の外に波及した事例は報告されていない。 

  その他の影響（正負）は

あるか。 
 ・関係者の意

見 
・C/P、専門家 (1) 通常の研修コースへのインパクト 

1) CFDTC で実施されている通常の研修コースのうち、森林局ディストリクトオフィサーとタ

ウンシップオフィサーの昇任研修コースに、共有林令に関する科目が取り入れられた事。

そこには、本プロジェクトの事例も含まれている。 
2) 共有林業開発研修コースの一部内容の修正が、本プロジェクトの研修活動の経験を取り入

れて、行われた事。 
3) 視聴覚教材やグループ作業など本プロジェクトで取り入れた手法が、通常の研修コースに

も取り入れられた事。 
(2)  その他 
一般論としては、共有林設立に伴い予期しない負の影響が発生する可能性はある。現在まで

の所、具体的事例は報告されていないが、プロジェクト実施においては常に適切な配慮を払う

ことが必要である。（なお、巡回指導チームではできるだけ、負の影響が発生しないよう、共有

林設立のプロセスに住民が十分参加し、その意思が反映されているかどうかについて、指導し

てきている。） 
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評価設問 5 項目 

大項目 小項目 
判断基準・ 

方法 必要なデータ 情報源 調査結果 

自立発

展性 
（見込

み） 

参加型森林

管理を推進

する政策に

変更はない

か。 

開発政策における

共有林令の位置付

け 

 ・関係者意見 ・森林局局長、幹部

職員 
ミャンマー国の森林政策に変更はなく、森林局は、共有林令を重要な政策の一つとして位置

付けている。森林局幹部は、共有林普及を重要と考えている。 

 運営管理能力は備

わっているか。 
 ・各部門の機能 

・スタッフの配

置状況・定着状

況 
・関係者の意見 

・組織・運営規約 
・スタッフ配置表 
・C/P、専門家 

森林局職員、特にディストリクトオフィサーやタウンシップオフィサーの定期人事異動が発

生している。研修コースの受講や共有林普及活動経験により技能と知識を身につけたそれら

の職員は、参加型森林管理を振興を管理する重要な職員である。人事異動の頻度が多すぎる

場合には、制度的自立発展性が低下する。 
 
なお、中央レベルにおける共有林設立のための委員会(CCF)の運営委員会が設置された。CCF
運営委員会の目的は、共有林設立活動に対し支援や助言を与えることと、ディストリクト段

階やタウンシップ段階での普及活動進捗状況に関する 新情報並びに設立された共有林の管

理状況を定期的に交換することにある。このような組織設置は、共有林の普及及び管理をよ

り効果的なものと見込まれる。 
 プロジェクト終了

後、森林局が経常業

務として共有林設

定を継続するに必

要な体制・予算が明

確になっているか。 

 ・必要な体制・

予算についての

検討状況、関係

者の意見 

・森林局幹部職員、

C/P、専門家 
まだ明確になっていない。 

 

森林局に、参

加型森林管

理の推進活

動を継続す

るだけの能

力が備わっ

ているか。 

財務状況は良好か。  ・森林局の財務

状況 
・関係者の意見 

・予算表 
・森林局局長 

一般的に言って、ミャンマー政府の財政状況は厳しい。ただし、本プロジェクトで開始した

研修事業や普及活動をプロジェクト終了後に、ミャンマー政府予算による通常業務化する必

要がある。以前に実施した JICA 技術協力で設けられた研修事業が通常の研修事業として、

ミャンマー国政府の予算で実施されている事例があることから、本プロジェクトで設けた研

修コースについても、通常の研修コースに組み込まれ、そのための予算支出を行う財政負担

能力は、ミャンマー政府にあると判断する。 
  参加型森林管理に

対する予算確保の

見込みはあるか。 

 ・財源確保ある

いは安定した予

算確保のための

計画。 
・関係者の意見 

・森林局局長、幹部

職員 
・C/P、専門家 

普及活動に対する予算についてみると、現状では森林局タウンシップ事務所のための共有林

設立に係る普及活動に対する予算支出は極めて限られている。普及活動の活性化に対する主

たる制約要因の一つは、交通費が限られていることにある。共有林設立のための普及活動に

対する、財政的自立性のある予算増加あるいは他の代替案の考慮が必要であると考える。 

 移転された

技術は定着

していくか。 

参加型森林管理を

促進する人材が必

要数、育成されつつ

あるか。（C/P、管理

者、普及担当職員、

 ・十分な能力を

持つ人材の人数 
・関係者の意見 

・半期プロジェクト

進捗報告書、その他

資料 
・C/P、専門家 

カウンターパート及び研修受講者はより高い技能と知識を身につけている。これらの人材が

現在の職務に継続的に従事するならば、技術的自立発展性は高いと言える。 
なお、これまでCFDTC で実施されていた管理者向け研修コースと普及員向け研修コースが、

2004 年 8 月以降、CFDTC サブセンターで実施される予定となっている。研修コースの講師

としての職務に就いているカウンターパートは、徐々に交替する予定である。CFDTC サブ
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等） センターに勤務しているカウンターパートが、今後、講師としての役割を担う予定になって

いる。サブセンターのカウンターパートは、これまで主として巡回指導チームのメンバーー

として活動していたため、講師としての能力・経験が不足している。そのため、これらのカ

ウンターパートに対する技術移転が CFDTC の講師により実施される予定となっている。十

分な技術移転・能力開発が図られれば、技術的自立発展性が確保されるものと考えられる。 
  参加型手法、技術普

及の仕組みは、森林

局に受け入れられ

ているか。 

 ・関係者の意見 ・森林局局長、幹部

職員 
受け入れられている。 

  共有林管理に必要

な技術は、住民（ユ

ーザーグループ）に

普及しつつあるか。 

 ・関係者の意見 ・C/P、専門家、普

及担当職員 
住民向けの研修コースは、まだ始まったばかりである。（１回目が実施された）。今回現地調

査した村落では、２名の住民が、研修コースに参加した。 

 社会配慮 ジェンダー配慮な

ど、社会配慮が不十

分なため生じる不

都合はないか。 

 ・関係者の意見 ・C/P、専門家、普

及担当職員 
薪を集める役割は、特定のジェンダーに偏ることなく、男女、子供全員が関わるとのことで

あり、この面では、ジェンダー配慮は特に必要としない。 
なお一般論としては、共有林設立に伴い予期しない負の影響が発生する可能性はある。現在

までの所、具体的事例は報告されていないが、プロジェクト実施においては常に適切な配慮

を払うことが必要である。（なお、巡回指導チームではできるだけ、負の影響が発生しないよ

う、共有林設立のプロセスに住民が十分参加し、その意思が反映されているかどうかについ

て、指導してきている。） 
 自立発展性

に影響を与

えた貢献・阻

害要因は何

か。 

  ・関係者の意見 ・森林局局長、幹部

職員、C/P、専門家 
現時点では、特になし。 

 



 
収集資料リスト 

（ミャンマー国 乾燥地共有林研修・普及計画運営指導調査（中間評価）、2004 年 7 月） 
 資料名 発行日など 

1 平成 14 年第１回実施運営総括表・進捗報告書（平成 14 年 4 月～9 月） 2002 年 11 月 1 日 
2 第２回技術協力プロジェクト実施運営総括表 2003 年 7 月 8 日 
3 平成１５年度上半期 事業進捗報告 2004 年 1 月 13 日 
4 平成１５年度下半期事業進捗報告 2004 年 5 月 31 日 
5 ミャンマー連邦／乾燥地共有林研修・普及計画 実行計画 (Plan of 

Operations)改訂の経緯について 
2002 年 7 月 12 日 

6 ミャンマー国「乾燥地共有林研修・普及計画」に係る平成 16 年度案件別投

入計画の決定について 
2004 年 5 月 6 日 

7 Community Forestry Establishment Guidelines for Extension Staff 2003 年 
8 Guideline on Community Forestry Establishment for Rural 

Communities (Draft)  
2003 年 

9 （共有林設立ガイドライン 管理者向け）（ミャンマー語のみ）  
10 Training Plan 2004 (Draft) 2004 年 1 月 
11 Training Plan 2004/2005 (Revised) 日本人専門家側の改定案 2004 年 
12 Community Forestry Extension Plan in Dry Zone (Final Version) 2004 年 1 月 
13 Activity Reference on Communication Skills, COMFORT Project 

Internal Use, by Daw Khin Moe Kyi 
2004 年 3 月 

14 Facilitators’ Reference on participatory Training, COMFORT Project 
Internal Use, by Daw Khin Nyein Chan Win 

2004 年 3 月 

15 National Forestry Master Plan の第２章、第４章、第５章、第１３章、第

１８章の英訳 
 

16 プロジェクト前半の共有林設立・普及活動に係る総括的課題とコメント及

び活動後半に向けての提言。佐藤隆幸専門家作成 
2004 年 7 月 

17 森林局の主要１４業務  
18 Workshop Programme （2003 年 1 月に開催されたワークショップのプ

ログラムと一部の発表資料） 
 

19 （ベースライン調査のための能力開発研修に関する記録）  
20 （林業省の組織関連の資料）  
21 List of Extension Materials  
22 Training Evaluation of Community Forestry Training and Extension 

Project in Dry Zone (COMFORT) 
 

23 List of Participants for Participatory Extension System Training Course 
（第６回目と第７回目の乾燥地緑化局からの研修参加者リスト） 

 

24 Timetable of Community Forestry Development Training Course No.1
（第１回住民向け研修コースの時間割及び参加者リスト） 

 

25 Central Forestry Development Training Center, Proposed Plan of 
Annual Training Programme for the Year 2004-2005 
（CFDTC の通常コースを含む年間研修計画表） 

 

26 Progress of CF Establishment (2004 年 6 月 21 日現在)  
27 Socio-Economic Survey for Extension and Training in Dry Zone (13 

districts) 
2001 年 3 月 
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